
 

 

 

 すみだ子育ち・子育て応援宣言   

墨田区子ども・子育て支援総合計画 

（令和２年度～令和６年度） 

 

令 和 ６ 年 度 事 業 実 績 

令 和 ２ ～ ６ 年 度 総 合 評 価 

 

墨 田 区 
 

【資料２】 



 

目次 1 

◎重点的に取り組む項目 

～ 目次 ～ 

「墨田区子ども・子育て支援総合計画」概要 ··························································· 1 

１ 計画の期間 ···························································································· 1 

２ 計画の位置づけ ························································································ 1 

３ 事業数·································································································· 1 

４ 計画に対する考え方 ··················································································· 2 

５ 「墨田区子ども・子育て総合計画」施策の体系 ····················································· 2 

６ 各事業の掲載 ························································································· 3 

基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります ················································ 3 

方向性（１）親同士のつながりと子育て力の育成·················································· 3 

1 両国・文花子育てひろばの運営◎ ······························································· 3 

2 児童館における地域子育て支援拠点事業◎ ·················································· 4 

3 民間事業者による地域子育て支援拠点事業◎ ··············································· 5 

4 認定こども園における地域子育て支援 ·························································· 5 

5 幼稚園の園庭開放 ··············································································· 5 

6 社会福祉会館における乳幼児事業 ····························································· 6 

7 出産準備クラス・パパのための出産準備クラス ··················································· 6 

8 育児学級・育児講演会 ·········································································· 7 

9 家庭と地域の教育力充実事業 ·································································· 8 

基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります ················································ 9 

方向性（２）子育て家庭への支援サービスの充実 ················································· 9 

10 利用者支援事業 ················································································ 9 

11 子育て安心ステーション事業 ·································································· 10 

12 乳幼児子育て相談 ··········································································· 10 

13 いっしょに保育 ·················································································· 10 

14 育児相談 ······················································································· 10 

15 一時預かり事業 ················································································ 11 

16 子育てママ対象講座 ·········································································· 11 

17 児童養育家庭ホームヘルプサービス ·························································· 11 

基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります ··············································· 12 

方向性（３）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実 ········································· 12 

18 児童館事業◎ ················································································· 12 

19 学童クラブ事業◎ ·············································································· 12 

20 放課後子ども教室推進事業◎ ······························································ 12 

21 学童クラブ待機児童等の放課後の居場所の確保◎ ······································· 13 

22 児童館の改修◎··············································································· 13 

23 わんぱく天国 ···················································································· 13 

24 サブ・リーダー講習会 ··········································································· 13 

25 夏休み自然体験教室 ········································································· 14 

26 子ども読書活動推進計画事業 ······························································ 14 

27 環境体験学習 ················································································· 14 

基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります ··············································· 16 

方向性（４）子どもと親の心とからだの健康づくりの促進 ········································· 16 

28 出産・子育て応援事業（ゆりかご・すみだ事業） ·········································· 16 

29 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） ····································· 16 

30 親子健康手帳（母子健康手帳）の交付 ·················································· 16 

31 母子健康診査 ················································································· 17 

32 母子歯科健康診査 ··········································································· 18 

33 歯科衛生相談運営 ··········································································· 19 

34 アレルギー健診事業 ··········································································· 19 

35 子どもの予防接種 ············································································· 20 



 

目次 2 

◎重点的に取り組む項目 

36 小児医療体制の充実・確保 ································································· 20 

37 子ども医療費助成 ············································································· 21 

38 食育の推進 ···················································································· 22 

39 健康と体力向上の推進 ······································································· 23 

40 ぜんそく児のための環境保健事業（機能訓練事業） ····································· 23 

41 喫煙、飲酒、薬物乱用等への対策 ·························································· 24 

42 エイズ及び性感染症等に関する性教育 ····················································· 25 

基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます ······················· 26 

方向性（１）乳幼児が健やかに育つ教育・保育環境の整備 ··································· 26 

43 特定教育・保育施設等への指導検査◎ ··················································· 26 

44 保育士の確保事業◎········································································· 27 

45 保育所における質の向上のための取組◎ ··················································· 27 

46 保育施設の福祉サービス第三者評価制度の推進◎ ······································ 28 

47 既存保育所の認定こども園への移行◎ ····················································· 28 

48 区立保育園への民間活力導入事業◎ ····················································· 28 

49 私立保育所等整備助成事業 ······························································· 29 

50 地域型保育事業（小規模保育事業・家庭的保育者） ································· 30 

51 幼保小中一貫教育推進事業 ······························································· 31 

基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます ······················· 32 

方向性（２）多様なニーズに応える保育サービスの充実 ········································· 32 

52 保育コンシェルジュ ············································································· 32 

53 定期利用保育事業 ··········································································· 32 

54 私立幼稚園等の預かり保育 ································································· 32 

55 延長保育 ······················································································ 33 

56 スポット延長保育 ·············································································· 33  

57 休日保育 ······················································································ 33 

58 年末保育 ······················································································· 34 

59 病児・病後児保育事業 ······································································· 34 

60 緊急一時保育 ················································································· 34 

61 ショートナースリー（短期保育） ······························································ 35 

基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます ······················· 36 

方向性（３）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備 ························· 36 

62 国際理解教育の推進 ········································································· 36 

63 情報教育の推進··············································································· 37 

64 中学生海外派遣事業 ········································································ 37 

65 特色ある学校づくり ············································································ 38 

66 学力向上推進事業 ··········································································· 38 

67 環境学習の支援··············································································· 39 

68 資源循環学習 ················································································· 39 

69 道徳教育の推進··············································································· 39 

70 人権教育 ······················································································· 40 

71 図書館を使った調べる学習コンクール ························································ 41 

72 体験的な活動を取り入れた学習の展開 ····················································· 42 

73 伝統文化等に触れ合う機会の提供 ························································· 42 

74 交流教育・障害児理解教育の実施 ························································· 43 

75 学校支援指導員派遣事業 ·································································· 43 

76 学校ＩＣＴ化推進事業 ····································································· 44 

基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします ······························ 44 

方向性（１）ひとり親家庭等への支援····························································· 44 

77 母子・父子、女性、家庭相談 ································································ 44 

78 児童扶養手当 ················································································· 45 

79 児童育成手当 ················································································· 45 



 

目次 3 

◎重点的に取り組む項目 

80 ひとり親家庭の医療費の助成 ································································ 45 

81 東京都母子及び父子福祉資金（技能習得資金）の貸付 ······························ 45 

82 ひとり親家庭自立支援給付金事業 ························································· 46 

83 ひとり親家庭福祉応急小口資金貸付事業 ················································· 46 

84 母子生活支援施設 ··········································································· 46 

85 母子緊急一時保護事業 ····································································· 46 

基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします ······························ 47 

方向性（２）障害のある子どもの発達と成長支援 ··············································· 47 

86 幼稚園等における特別支援教育 ···························································· 47 

87 保育施設における障害児保育 ······························································· 47 

88 心理相談員の保育施設への巡回 ··························································· 47 

89 学童クラブへの障害児の受入································································· 48 

90 特別支援学級等の就学相談 ································································ 48 

91 就学奨励費の支給 ··········································································· 48 

92 特別支援教育への対応 ······································································ 49 

93 介助支援の実施 ·············································································· 49 

94 障害児通所支援事業 ········································································ 49 

95 障害児移動支援事業 ········································································ 49 

96 障害児福祉手当 ·············································································· 50 

97 児童育成手当（障害） ····································································· 50 

98 特別児童扶養手当 ··········································································· 50 

基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします ······························ 51 

方向性（３）さまざまなサポートが必要な子どもとその家庭への支援 ···························· 51 

99 要保護児童対策協議会を中心とした虐待防止、再発防止の強化◎ ··················· 51 

100 虐待防止に向けた啓発活動の推進◎ ···················································· 52 

101 社会的養護推進のための啓発強化◎ ···················································· 52 

102 周産期保健医療ネットワークシステムの運営◎ ··········································· 53 

103 産後ケア事業◎·············································································· 53 

104 ショートステイ◎ ··············································································· 54 

105 養育支援訪問事業◎ ······································································ 54 

106 いじめ・不登校防止対策事業 ······························································ 55 

107 スクールカウンセラーの配置 ·································································· 55 

108 スクールサポート事業 ········································································· 56 

109 ステップ学級 ·················································································· 56 

110 教育相談事業 ··············································································· 57 

111 医療的ケア児に関する庁内連絡会議の運営 ············································· 57 

112 医療的ケア児の受入対策··································································· 58 

113 重症心身障害児（者）等介護者支援事業 ············································ 59 

114 外国籍等児童・生徒への支援 ····························································· 59 

115 思春期相談 ·················································································· 60 

116 子どもの学習・生活支援事業 ······························································· 61 

117 児童手当 ····················································································· 62 

118 私立幼稚園等園児の保護者への助成 ···················································· 62 

119 認証保育所保育料負担軽減補助事業 ·················································· 62 

120 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度 ··········································· 63 

121 就学援助 ····················································································· 63 

122 受験生チャレンジ支援貸付事業···························································· 64 

123 墨田区私立高等学校等入学資金貸付事業 ············································ 64 

基本目標④ 地域の子育て力と支えあいを強化します ············································ 65 

方向性（１）地域の子育て力の育成と協働 ······················································ 65 

124 地域子育てネットワークの構築◎ ··························································· 65 

125 すみだ子育て支援ネット「はぐ」◎ ··························································· 65 



 

目次 4 

◎重点的に取り組む項目 

126 ファミリー・サポート・センター事業◎ ························································· 66 

127 学校運営連絡協議会の設置と運営◎ ···················································· 66 

128 学校支援ネットワーク事業◎ ······························································· 67 

129 若手人材育成事業 ········································································· 67 

130 子ども会活性化事業 ········································································ 68 

131 少年団体の育成 ············································································ 68 

132 青少年委員活動 ············································································ 69 

133 民生委員・児童委員活動 ·································································· 69 

134 高齢者とのコミュニケーション（講演会等）事業 ·········································· 70 

135 次代に継ぐ平和のかたりべ事業 ····························································· 70 

136 シニア人材バンク事業 ······································································· 70 

137 ふれあい給食事業 ··········································································· 71 

基本目標④ 地域の子育て力と支えあいを強化します ············································ 71 

方向性（２）企業等の子育て力との協働 ························································ 71 

138 中学生の職場体験・保育体験学習の充実 ··············································· 71 

139 すみだ探究工房 ············································································· 72 

140 すみだのはたらきかた応援マガジンの発行 ·················································· 72 

141 就職・仕事カウンセリングルームの運営 ····················································· 72 

基本目標④ 地域の子育て力と支えあいを強化します ············································ 73 

方向性（３）子どもが安心して暮らせる環境の整備 ············································· 73 

142 地域防犯対策◎ ············································································ 73 

143 防犯パトロールカーの管理運営◎ ·························································· 73 

144 子どもの１１０番事業◎ ··································································· 73 

145 通学路防犯設備整備事業◎······························································ 74 

146 防犯ブザーの配布◎ ········································································ 74 

147 スクールゾーン育成事業費◎ ······························································· 74 

148 児童の交通安全教育事業 ································································· 75 

149 セーフティ教室 ················································································ 75 

150 防災教育 ····················································································· 75 

151 緊急情報発信メール配信事業 ····························································· 76 

152 危機情報のメール配信 ······································································ 76 

基本目標⑤ ワーク・ライフ・バランスを踏まえた支援を実施します ································· 77 

方向性（１）ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境づくりの推進 ··························· 77 

153 ワーク・ライフ・バランス推進事業◎ ·························································· 77 

154 男性対象講座「すみだパパスクール」 ······················································· 77 

155 男女共同参画に関する各種啓発の取組 ·················································· 78 

基本目標⑤ ワーク・ライフ・バランスを踏まえた支援を実施します ································· 79 

方向性（２）子育てを楽しめるまちづくりの推進 ··················································· 79 

156 赤ちゃん休けいスポット ······································································· 79 

157 公園等新設・再整備事業 ·································································· 79 

158 道路バリアフリー整備事業 ··································································· 80 

159 歩行者・自転車通行空間再整備事業 ···················································· 80 

160 放置自転車対策 ············································································ 81 

161 トイレ改築事業 ··············································································· 81 

162 子育て世帯等定住促進事業 ······························································ 82 

163 すみだ良質な集合住宅認定制度 ·························································· 82 

基本目標⑤ ワーク・ライフ・バランスを踏まえた支援を実施します ································· 83 

方向性（３）子育て家庭の視点に立った情報の発信 ··········································· 83 

164 子育て応援サイトの運営 ···································································· 83 

165 すみだ子育てアプリの運用 ··································································· 83 

166 すみだいきいき子育てガイドブックの発行 ···················································· 83 

167 区報及びＣＡＴＶによる情報発信 ························································ 83 



 

1 

 

「墨田区子ども・子育て支援総合計画」概要 

１ 計画の期間 

令和 2 年～令和 6 年度 

 

２ 計画の位置づけ 

次世代育成支援対策推進法（平成 17 年 4 月 1 日から 10 年間の時限立法）に基づき、平成 17 年 3 月に墨田区次世代育成支援行動計画、平 

成 22 年 3 月に同後期行動計画を策定した。 

同法が 10 年間延長されたことを受け、子ども・子育て支援法に基づく「墨田区子ども・子育て支援事業計画」に内包される計画として、平 

成 27 年 3 月に本区の子ども・子育て支援の取組について定めた「墨田区次世代育成支援行動計画 墨田区子ども・子育て支援事業計画」を策 

定した。 

そして、当該計画に基づく次世代育成支援対策及び子ども・子育て支援の取組みを継承し、一層促進させるため、令和 2 年 2 月に「墨田区 

子ども・子育て支援総合計画」を策定した。 

 

３ 事業数及び評価 

（１）事業評価 

    評価     

事業数 
Ａ Ｂ その他 

 Ａ：計画どおり進んでいる場合 
Ｂ：計画に遅れが生じている場合 
その他：計画を終了・廃止した若しくは見直し等の必要が生じている場合 

掲載事業数 

１６７ 
１６０ ０ ７ 

（２）総合評価 

    評価     

事業数 
ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他 

掲載事業数 

１６７ 
０ １６１ ０ ０ ０ ０ ６ 

ＡＡ：目標よりも大きな成果を挙げることができた         Ｄ：目標を十分に達成できなかった（達成度２０～４９％） 
Ａ：目標を達成できた（達成度９０～１００％）          Ｅ：目標をほとんど達成できなかった（達成度０～１９％） 
Ｂ：目標をほぼ達成できた（達成度７０～８９％）         その他：計画の見直し等により評価が困難な場合 
Ｃ：目標を半ば達成できた（達成度５０～６９％） 
Ｅ：目標をほとんど達成できなかった（達成度０～１９％） 

 



 

2 

 

４ 計画に対する考え方 

本計画に基づき、妊娠・出産から育児まで切れ目のない支援や、地域のニーズを踏まえた質の高い学校教育・保育及び地域の子ども・子育 

て支援施策の充実に取り組む。 

さらに、在宅子育て支援、放課後対策、保育の質・サービスの向上、虐待防止のための連携・支援等について重点的に取り組み、もって本 

計画の基本理念である「子どもの最善の利益を優先するまち すみだ」を実現する。 

なお、各施策については、各主管課で明確な目標を見据えて取組むとともに、進捗状況を各年度で分析・評価し、内容と実態に乖離が生じ 

た場合は計画を見直す。 

 

５ 「墨田区子ども・子育て総合計画」施策の体系 
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６ 各事業の掲載 

基本目標とその方向性の下に体系化された事業を、以下に掲載する。 

 

基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（１）親同士のつながりと子育て力の育成     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１ 

両国・文花子育

てひろばの運営 

【子育て支 援総

合センター】 

子育て家庭のつなが

りを促進し、孤立の

防止、育児不安の

解消を図る。 

在宅子育て支援の中核とな

る両国・文花子育てひろばに

おいて、妊娠期、子育て中の

親子同士の交流や情報交

換の場を提供するほか、子

育てに関する各種講座の開

催、育児に関する相談対応

を実施します。 

・子育てひろば：2 か所 

【両国子育てひろば】 

利用者数 35,663 人 

 相談件数   429 件 

【文花子育てひろば】 

利用者数 37,388 人 

相談件数   785 件 

在宅子育て支援の中核とな

る両国・文花子育てひろばに

おいて、妊娠期、子育て中の

親子同士の交流や情報交

換の場を提供するほか、子

育てに関する各種講座の開

催、育児に関する相談対応

を実施します。 

子育てひろば：2か所 

【両国子育てひろば】 

利用者数 32,040人 

相談件数  1,485件 

【文花子育てひろば】 

利用者数 24,939人 

相談件数  1,663件 

A A 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（１）親同士のつながりと子育て力の育成     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

２ 

児童館における地

域子育て支援拠

点事業 

【子育て政策課】 

乳幼児及びその保

護者が相互の交流

を行う場を設け、地

域の子育て支援機

能の充実を図る。 

区内の各児童館において地

域子育て支援拠点事業を

実施し、週３日、３時間以

上、乳幼児及びその保護者

の交流の場を設けます。ま

た、月１回以上子育て及び

子育て支援に関する講習会

を実施します。 

【墨田児童会館】 

地域子育て支援拠点事業 156回

延3237組参加、子育て講座  15

回延312組参加 

【八広児童館】 

地域子育て支援拠点事業 154回

延913組参加、子育て講座 20回

延181組参加          

【江東橋児童館】  

地域子育て支援拠点事業 114回

延2656組参加、子育て講座 28

回延454組参加      

【東向島児童館】  

地域子育て支援拠点事業 154回

延820組参加、子育て講座 14回

延185組参加        

【立花児童館】  

地域子育て支援拠点事業 150回

延836組参加、子育て講座 12回

延173組参加        

【立川児童館】  

地域子育て支援拠点事業 152回

延699組参加、子育て講座 12回

延62組参加        

【文花児童館】  

地域子育て支援拠点事業 192回

延4440組参加、子育て講座  14

回延205組参加        

【中川児童館】  

地域子育て支援拠点事業 152回

延1749組参加、子育て講座 12

回延131組参加        

【外手児童館】 

地域子育て支援拠点事業 149回

延3477組参加、子育て講座  12

回延117組参加        

【八広はなみずき児童館】 

地域子育て支援拠点事業 143回

延867組参加、子育て講座 19回

延329組参加   

【さくら橋コミュニティセンター】 
地域子育て支援拠点事業 150回
延3380組参加、子育て講座  12
回延192組参加 

引き続き、区内の各児童館

において地域子育て支援拠

点事業を週３日、３時間

程度、乳幼児及びその保護

者の交流の場を設けます。 

また、子育て及び子育て支

援に関する講習会も１回以

上実施します。 

 
①地域子育て支援拠点事業 
②子育て講座 
・墨田児童会館        
 ①152回/大人延べ2,358人
/子ども延べ2,451人 
 ②12回/大人延べ175人/子
ども延べ160人 
・八広児童館 
 ①159回/大人延べ1,599人
/子ども延べ1,595人  
 ②18回/大人延べ199人/子
ども延べ199人        
・江東橋児童館 
 ①151回/大人延べ2,303人
/子ども延べ2,379人 
 ②17回/大人延べ201人/子
ども延べ172人 
・東向島児童館 
 ①158回/大人延べ566人/
子ども延べ567人 
 ②12回/大人延べ140人/子
ども延べ125人 
・立花児童館 
 ①243回/大人延べ772人/
子ども延べ858人 
  ②18回/大人延べ109人/
子ども延べ116人        
・立川児童館 
 ①154回/大人延べ202人/
子ども延べ203人 
 ②12回/大人延べ29人/子ど
も延べ29人 
・文花児童館 
 ①153回/大人延べ1,310人
/子ども延べ1,433人 
 ②12回/大人延べ122人/子
ども延べ102人 
・中川児童館  
 ①150回/大人延べ758人/
子ども延べ724人 
 ②12回/大人延べ84人/子ど
も延べ81人 
・外手児童館 
 ①150回/大人延べ1,609人
/子ども延べ1,693人 
 ②12回/大人延べ87人/子ど
も延べ85人 
・八広はなみずき児童館 
 ①139回/大人延べ456人/
子ども延べ548人 
 ②19回/大人延べ132人/子
ども延べ149人 
・さくら橋コミュニティセンター 
 ①149回/大人延べ1,815人
/子ども延べ2,050人 
 ②12回/大人延べ112人/子
ども延べ118人 

Ａ Ａ 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（１）親同士のつながりと子育て力の育成     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

３ 

民間事業者によ

る地域子育て支

援拠点事業 

【子育て支援課】           

民間事業者と連携

し、子育て家庭のつ

ながりを促進する場

を創出し、孤立の防

止、育児不安の解

消を図る。 

区の公募に応じて、民間事

業者が整備・運営する地域

子育て支援拠点事業に対し

運営費を補助することで、親

子の交流、情報交換の場を

確保し、区内の育児相談環

境を充実させます。 

 

― 

区内の育児相談環境の充

実のため、継続して実施しま

す。 

子ども及び保護者の相互

交流事業、子育てに関す

る相談、幅広い年代との

地域交流事業等を実施し

ました。 

【タムスわんぱく子育てひろ

ば墨田】 

延べ利用者数14,802人 

Ａ A 

４ 

認定こども園にお

ける地域子育て

支援 

【子ども施設課】 

保護者が地域の中

で安心して育児でき

る環境を整える。 

区立認定こども園の地域支

援室において、年齢に応じた

玩具遊び、在園児との交

流、給食体験、育児相談な

どを行います。 

区立保育所については、平成

29年度に2園が幼保連携型

認定こども園に移行しました。2

園の地域支援室において、年

齢に応じた玩具遊び、在園児

との交流、給食体験、育児相

談などを行っています。 

区立認定こども園について

は、月６組、給食体験1日

３組の通常に戻して実施す

る予定です。 

区立認定こども園について

は、コロナウイルス感染症

拡大防止に留意し、地域

支援において１日２組、

月6回、給食体験は1日2

組月4回に限定して実施

しました。 

A A 

５  

幼稚園の園庭開

放 

【指導室】  

幼稚園について知っ

てもらうとともに、親

同士、子ども同士の

つながりを広げる。 

区立幼稚園の園庭を開放

し、親子のコミュニティ広場と

して提供するほか、在園児と

の交流や子育て出前相談

員による子育て相談を実施

します。 

子育て出前相談195回 

参加幼児人数2903人 

区立幼稚園の園庭を開放

し、親子のコミュニティ広場と

して活用します。 

在園児の写真や動画を上

映し、園の様子を周知しま

す。 

子育て出前相談員による子

育て相談を実施します。 

区立幼稚園の園庭を開放

し、親子のコミュニティ広場

としました。その際、区立幼

稚園の取組について行事

の写真や動画を活用して

紹介しました。 

園長や子育て出前相談

員による子育て相談を実

施しました。 

 

Ａ A 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（１）親同士のつながりと子育て力の育成     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

６ 

社会福祉会館に

おける乳幼児事

業 

【すみだ人権同

和・男女共同参

画事務所】 

乳幼児と保護者を

対象とした事業を行

い、児童福祉の向

上を図る。 

幼稚園・保育園に入っていな

い３歳以下の子どもとその保

護者を対象に、毎年募集を

行い、年間を通じて乳幼児

事業（体操、行事、読み聞

かせ）を実施します。 

【社会福祉会館】 

・すくすくクラブ 

開催回数 29 回 

 延べ 400 組 800 人参加 

・すこやかクラブ 

開催回数 29 回 

 延べ 244 組 519 人参加 

・幼児の時間 

開催回数 30 回 

延べ 472 組 1028 人参加 

近隣の児童館と重複する事

業について、利用状況を考

慮 しな がら 内 容 の 見 直 し

（変更）又は廃止をする。 

【社会福祉会館】 

・すくすくクラブ 

開催回数 3６回 

 延べ１８１組３６３人

参加 

・わんぱくクラブ 

開催回数 3６回 

 延べ１１２組２４４人

参加 

 

 

Ａ 

 

Ａ 

７ 

出産準備クラス・

パパのための出産

準備クラス 

【健康推進課】 

妊娠中を快適に過

ごし、健やかな赤ちゃ

んとの出会いを迎え

られるよう、妊娠・出

産・育児に関する知

識の習得を図る。 

・出産準備クラス 

これから出産を迎える妊婦の

方を対象に、お産の進み方

や妊娠中の過ごし方、妊娠

中の食生活に関する講座な

どを実施します。 

・パパのための出産準備クラ

ス 

これから出産を迎える妊婦と

そのパートナーを対象に、妊

婦疑似体験や赤ちゃんのお

世話の実習、参加者同士の

情報交換などを行います。 

・出産準備クラス 

【向島保健センター】 

 30 回 延 294 人参加 

【本所保健センター】 

 33 回 延 572 人参加 

パパのための出産準備クラス 

【向島保健センター】 

 15 回 延 466 人参加 

【本所保健センター】 

 20 回 延 695 人参加 

出産準備クラス心理講座 

【向島保健センター】 

 5 回 延 89 人参加 

【本所保健センター】 

 5回 延101人参加 

 

出産準備クラス 

71回開催  

 

パパのための出産準備クラス 

30回開催 

出産準備クラス 

60回 延 1143人参加 

出産準備クラス心理講座 

11回 延 221人参加 

パパのための出産準備クラス 

30回 延 1327人参加 

 

A A 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（１）親同士のつながりと子育て力の育成     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

８ 

育児学級・育児

講演会 

【健康推進課】 

子育てに関する相談

や知識の普及のた

め、講座や講演会を

実施し、育児不安の

解消と子育ての仲間

づくりをめざす。 

２か月児学級、５～６か月

児学級、育児講演会を開

催し、月齢に合わせた育児

についての話をするほか、その

機会を通じて情報交換も行

い、参加者同士の交流を図

ります。 

2 か月児学級 

【向島保健センター】 

24 回 延 344 人 

【本所保健センター】 

24 回 延 507 人 

5～6 か月児学級 

【向島保健センター】 

12 回 延 315 人 

【本所保健センター】 

24回 延500人 

育児講演会 

【向島保健センター】 

「育児のイライラとさようなら」 

27 人 

【本所保健センター】 

「イヤイヤ期の対応」23人 

2か月児学級 

【向島保健センター】 

14回 

【本所保健センター】 

14回 

【すみだ保健子育て総合セン

ター】 

20回 

 

５～6か月児学級 

【向島保健センター】 

14回 

【本所保健センター】 

14回 

【すみだ保健子育て総合セン

ター】 

10回 

 

育児講演会 

【向島保健センター】 

・「未定」 1回 

【本所保健センター】 

・「未定」 1回 

【向島保健センター】 

28回 延 267人 

【本所保健センター】 

28回 延 322人 

【すみだ保健子育て総合

センター】 

30回 延 465人 

育児講演会 

【すみだ保健子育て総合

センター】 

「小児科医に聞く！子ども

の睡眠と生活リズム」 40

人 

【本所保健センター】 

「トイトレから育む親子関

係～子どもとの接し方と心

理学の関係を学ぼう～」

31人 

A A 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（１）親同士のつながりと子育て力の育成     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

９ 

家庭と地域の教

育力充実事業 

【地域教育支援

課】 

心身ともに健康な子

どもの育成を促すた

め、保護者等が家

庭での子育てについ

て学習する機会を設

け、家庭教育の振

興を図る。 

・自主的に家庭教育の学習

活動を行う団体の経費の一

部を補助します。 

・子育てに関するコラム記事

等を掲載した季刊誌を発行

します。 

・親又は親子向けに講座や

講演会等を実施します。 

・子育てに関わる地域の団

体を対象に講習会を実施

し、地域における教育力・相

談力の向上を図ります。 

・家庭教育学級補助金交付 

交付団体１１団体  

参加者数８２８名 

・家庭教育支援講座 

実施回数１０回 

参加者数２９５名   

・地域育成者講習会 

 参加者４８名  

・子育て通信の発行 

 区立幼稚園・小学校１～３

年生保護者対象に配布 

（季刊発行） 

引き続き、各種講座の実施

や学習活動を行う団体への

支援を通じて家庭教育の振

興を図ります。 

・家庭教育学級補助金交付 

交付団体 11 団体  

参加者数 700 名 

・家庭教育支援講座 

実施回数 2 回  

参加者数 100 名 

※令和６年度から園連携

講座は事業廃止 

・地域育成者講習会 

 参加者数 96 名 

・子育て通信の発行 

 区立幼稚園・小学校１

～３年生保護者対象に 

配布（4回発行） 

 

A A 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（２）子育て家庭への支援サービスの充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１０ 

利用者支援事業 

【子育て支援総合

センター、子育て政

策課、地域活動推

進 課 、 健 康 推 進

課】 

子ども及びその保

護者等、又は妊

娠している方が、そ

の選択に基づき、

教育・保育・保健

その他の子育て支

援を円滑に利用で

きるように支援を行

う。 

子育て支援総合センター、

子育てひろば、児童館、コミ

ュニティ会館、保健センター、

区役所等の子育て親子が

集まりやすい身近な場所で、

地域の子育て支援事業等

の情報提供、必要に応じた

相談・助言や関係機関との

連絡調整を行います。 

 

※保健センターによる利用者

支援事業は、28出産・子育

て応援事業（ゆりかご・すみ

だ事業）を参照。 

【子育て政策課】 

＜相談件数＞ 

墨田児童会館 103件 

八広児童館   89件 

江東橋児童館  283件 

東向島児童館  46件 

東向島児童館分館 28件  

立花児童館 95件 

立川児童館 157件 

文花児童館  103件 

中川児童館  62件 

外手児童館  288件 

八広はなみずき児童館 101件

さくら橋コミュニティセンター 102件 

 

【子育て支援総合センター】 

適切な施設・事業につなぐことを

目的に社会資源研修を実施し

た（１回 参加人数42人）。

児童館職員も対象に利用者支

援事業を拡大し実施した。 

【子育て政策課】 

引き続き、地域の子育て支

援事業等の情報提供、必

要に応じた相談・助言や関

係機関との連絡調整を行っ

ていきます。 

 

【地域活動推進課】 

地域の子育て支援事業等

の情報提供、必要に応じた

相談・助言や関係機関との

連絡調整を行っていきます。 

 

【子育て支援総合センター】 

適切な施設・事業につなぐこ

とを目的とし、利用者支援員

を対象とした研修事業や関

係機関との連絡調整等の実

施を検討します。 

【子育て政策課】 

＜相談件数＞ 

墨田児童会館     71件 

八広児童館       79件 

江東橋児童館    217件 

東向島児童館  1,301件 

東向島児童館分館  261件 

立花児童館      450件 

立川児童館      885件 

文花児童館       51件 

中川児童館       18件 

外手児童館      179件 

八広はなみずき児童館  138件 

さくら橋コミュニティセンター  130件 

 

【地域活動推進課】 

<相談件数> 

東駒形ｺﾐｭﾆﾃｨ会館 117 件 

梅若橋ｺﾐｭﾆﾃｨ会館 3 件 

横川ｺﾐｭﾆﾃｨ会館 13 件 

 

【子育て支援総合センター】 

社会資源スキルアップ研修

（1回 参加者25人） 

 

A Ａ 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（２）子育て家庭への支援サービスの充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１１ 

子育て安心ステーシ

ョン事業               

【子ども施設課】 

地域の中で子育て

に関する相談がで

きる環境を整え、

育児不安の解消

を図る。 

在宅子育て家庭の支援とし

て、就学前の乳幼児とその

保護者を対象に、地域の認

可保育所を２園まで登録す

ることができ、育児相談を実

施するほか、園行事への参

加や給食体験など、園ごとに

異なるサポートを受けられま

す。 

登録数   ３５２件 通常の内容で園毎に計画し

実施します。 

各園の事業内容を広げて実

施しました。 

 

登録数 ２５１件 

A Ａ 

１２ 

乳幼児子育て相談                        

【子ども施設課】 

さまざまな機会を

通じて悩みや不安

を相談する機会を

つくり、子育て家庭

の不安解消と孤立

の防止に取組む。 

在宅で子育てしている家庭

を対象に、区立保育園で電

話や面接を通じて、育児相

談を実施します。また、施設

見学を兼ねた子育て世代の

方々の交流の場も提供しま

す。 

１園につき、７０人から１

５０人ほど年間施設見学

目的で来園していました。そ

の都度子育て相談にのった

り、在宅で子育てをしている

方々の交流の場になりまし

た。 

通常どおり、電話や対面での

子育て相談を実施します。 

子育て安心ステーション内、電

話相談、保育園見学の時に

子育て相談も実施しました。 

Ａ Ａ 

１３ 

いっしょに保育                   

【子育て支援総合

センター】 

子育て家庭の負

担が少なく子育て

相談ができる環境

を整え、育児不安

の解消を図る。 

在宅で子育てしている保護

者の自宅に保育士が直接

訪問し、保護者と一緒に保

育をしながら、育児に関する

アドバイスや危険箇所のチェ

ックを行います。 

利用件数 延81件 こみかんたいむやおれんじたい

む、相談メール等での周知を

図ります。 

 

利用件数 ７２件 

 

A A 

１４ 

育児相談                

【健康推進課】 

赤ちゃんや子どもの

健康と育児に関す

る相談に対応し、

育児不安の解消

を図る。 

定期的に保健センターで保

健師・栄養士・歯科衛生士

による育児相談を実施し、

子育てに関する相談対応、

知識の普及に取組みます。 

保健センター内育児相談 

【向島保健センター】 

年 22 回 

【本所保健センター】 

年 12 回 

育児相談 

【向島保健センター】 

4 月～10 月 13 回 

【本所保健センター】 

4月～10月 7回 

【すみだ保健子育て総合セン

ター】 

 11月～3月 10回 

育児相談 

【向島保健センター】 

13 回 延 182 人 

【本所保健センター】 

7 回 延 182 人 

【すみだ保健子育て総合センター】 

10 回 延 311 人 

A A 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（２）子育て家庭への支援サービスの充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１５ 

一時預かり事業           

【子ども施設課、子

育て支援総合センタ

ー】 

保護者の休養や

育児疲れの解消・

リフレッシュ、短時

間勤務等の理由

により、一時的に

家庭で保育できな

い乳幼児を保育す

る。 

区内の保育園や一時預かり

専用保育室を備える施設等

において、定員の範囲におい

て理由を問わずお子さんを一

時的に預かるという「一時預

かり事業」を実施する事業者

に対し、補助金を交付するこ

とで運営を支援し、育児負

担の軽減に取組みます。 

【子ども施設課】 

新たに私立認可保育所2園

（両国・なかよし保育園、墨

田みどり保育園）で実施し

2,719人 

 

【子育て支援総合センター】 

利用者数 

・公設民営 ４園 

延3,370人 

・両国子育てひろば保育室 

延331人 

【子ども施設課】 

・私立認可保育所10園で

実施(新規あおやぎ保育園) 

・民間専用施設4園 

 

【子育て支援総合センター】 

両国子育てひろば及び文花

子育てひろばにおいて引き続

き実施します。 

【子ども施設課】 

・私立認可保育所延べ利用

人数 2,573 人 

・民間専用施設４施設 

延 577 人 

【子育て支援総合センター】 

利用者数 

・公設民営３園 

延 2,226 人 

・両国子育てひろば保育室 

延 1,366 人 

・文花子育てひろば 

延 1,244 人 

Ａ Ａ 

１６ 

子育てママ対象講

座                 

【すみだ人権同和・

男女共同参画所】 

乳幼児子育て中

の母親が持つ不安

やストレスの解消を

図る。 

幼稚園等に入園前のお子さ

んの母親を対象に、自分の

ための時間を提供し、さまざ

まな講座を実施する。 

1回（内容の異なる講座3

回で構成） 

子育てママ対象講座「子育

てママの、わたしの時間」 

参加者数：延53人 

講座実施予定 1回 

（異なる内容の全3回で構

成された講座を対面方式で

実施予定） 

 

全３回講座で実施 

１回：令 6 年 10 月 25 日 

2 回：令和６年 10 月 31 日 

3 回：令和 6 年 11 月 7 日 

参加者数：延 28 人 

 

A A 

１７ 

児童養育家庭ホー

ムヘルプサービス           

【子育て支援総合

センター】 

一時的な疾病や

出産等により、日

常生活に支障をき

たしている家庭に

対し、必要な援助

を行うことで福祉の

増進を図る。 

義務教育終了前の児童を

養育している家庭若しくは妊

婦がいる家庭に対し、一定

期間ホームヘルパーを派遣し

て家事支援を行います。 

利用者数 延48人 

派遣回数 延221回 

引き続き、必要とする家庭が

利用できるよう調整します。 

利用者数 延29人 

派遣回数 延337回 

A A 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（３）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１８ 

児童館事業                           

【子育て政策課】 

１８歳未満のすべて

の児童に健全な遊び

を与え、その健康を増

進し、又は情操を豊か

にすることを目的とする

児童館を運営する。 

専門職員による個別的・集団

的指導を通して児童の健全育

成を図り、異年齢の子ども同

士、親子での交流を深める場の

提供と子育て支援を行います。 

全区立児童館12館（東

向島児童館分館含む）

で実施。 

＜来館者数＞ 

幼児：89,447人 

小学生：331,597人 

中高生：50,872人 

一般：143,795人 

専門職員による個別

的・集団的指導、異

年齢の子供や親子で

の交流の場の提供、

子 育 て 講 座 の 実 施

等、児童館事業を継

続的に実施し、児童の

健全育成・子育て支

援の推進を図ります。 

全区立児童館12館（東向

島児童館分館含む）で実

施 

＜来館者数＞ 

乳幼児：80,718人 

小学生：337,334人 

中高生：64,773人 

一般：165,165人 

Ａ Ａ 

１９ 

学童クラブ事業                 

【子育て政策課、地

域活動推進課】 

保護者が労働等によ

り昼間家庭にいない児

童に対して適切な遊

び及び生活の場を提

供し、その健全な育成

を図る。 

児童福祉法に規定する放課後

児童健全育成事業として、墨

田区学童クラブ事業を実施し、

保護者が就労、疾病等により

放課後や学校休業日に家庭で

子どもを育成できない場合に、

小学３年生（必要に応じて６

年生）までを対象に学童クラブ

で保護、育成します。 

学童クラブ数：42室（委

託38室、コミュニティ会館4

室） 

育成日数：平日244日、

土曜50日 

地域による利用の偏り

も見据え、設置場所

の精査を行い、継続し

て実施します。 

学童クラブ数：66室（児童

館内17室、委託45室、コミ

ュニティ会館4室） 

育成日数：平日243日、土

曜50日 

A A 

２０ 

放課後子ども教室

推進事業                   

【地域教育支援課】 

地域全体で子どもを見

守る体制をつくることを

めざし、子どもたちが地

域社会の中で、心豊

かで健やかに育まれる

環境づくりを推進する。 

「新・放課後子ども総合プラン」

に基づき、区立小学校の余剰

教室等を利用して子どもたちの

安全・安心な居場所を確保し、

地域の方々の参画を得て、子ど

もたちに勉強やスポーツ・文化

芸術活動、地域住民との交流

活動等の機会を提供します。 

放課後子ども教室 

２０校（いきいきスクール

3 校） 

 

新規開設１校 

放課後子ども教室 

２１校（いきいきスク

ール４校） 

引続き、全校実施を

目指し、保護者や地

域住民と協働し、準

備の整ったところから順

次開設していきます。 

放課後子ども教室 

２１校（いきいきスクール５

校） 

 

A A 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（３）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

２１ 

学童クラブ待機児

童等の放課後の居

場所の確保      

【子育て政策課】 

学童クラブ待機児童

等を対象とした放課後

の居場所を確保する。 

学童クラブ待機児童等を対象

とした「ランドセル預かり」による

児童館の利用や、放課後子ど

も教室等との連携により、長期

休暇中を含めた多様な放課後

の居場所の確保を図っていきま

す。 

区 立 の 全 児 童 館 （ 11

館）で実施（ランドセル

預 か り 登 録 人 数  121

人） 

学童クラブ待機児童

等を対象としたランドセ

ル預かり事業を継続し

て実施します。 

区立の児童館（7館）で実

施（ランドセル預かり登録人

数 82人） 

Ａ A 

２２ 

児童館の改修                          

【子育て政策課】 

児童館を改修し、子ど

もたちの居場所の環境

改善を図る。 

老朽化が進んでいる施設から

計画的に大規模修繕等の改

修を実施します。 

・江東橋児童館 

大規模改修工事を実施し

ます。 

・立花児童館 

大規模修繕工事を実

施します。 

・立花児童館 

大規模修繕工事に着工

（令和 7 年 2 月）しました。

令和 7 年 8 月に竣工予定。 

Ａ Ａ 

２３ 

わんぱく天国                         

【地域教育支援課】 

子どもたちが自然に触

れながら、子ども同士

のつながりを深め、社

会のあり方を学ぶことの

できる場を提供する。 

地元ボランティアが常駐し、自

由にのびのびと創造的・冒険的

な遊びができる「わんぱく天国」

を運営します。また、地域のボラ

ンティア団体の協力を得て、季

節に応じたイベントを実施するな

ど、都会では味わえない自然体

験等を提供します。 

利用者数 

延29,485人 

継続して実施します。 利用者数 

延46,498人 

A A 

２４ 

サブ・リーダー講習会                     

【地域教育支援課】 

子ども会や小学校の

各種活動で中心的な

役割を担えるよう、自

主性・協調性、責任

感等を養うとともに、グ

ループ活動におけるイ

ン・リーダーを養成す

る。 

レクリエーション活動を主とした

日帰り、宿泊の講習会を実施

します。 

参加者数  

夏季：５４人 

冬季：７４人 

夏期・冬期の年２回

講習会を実施します。 

参加者数 

夏期：37 人 

冬期：52人 

A A 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（３）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

２５ 

夏休み自然体験教

室                      

【地域教育支援課】 

都市と農村に住む子ど

もたちの相互の交流

や、自然や人とのふれ

あいを通して得たことを

人間形成に生かす。 

夏休みに山形県高畠町を訪

問し、高畠町の子どもたちとの

共同宿泊体験・ホームステイな

どを通じて大自然とふれあい、

子ども同士の交流を深めます。

また、冬には高畠町の子どもた

ちが墨田区を訪問します。 

①夏休み自然体験教室 

平成 30 年 7 月 21 日

（ 土 ） ～ 7 月 24 日

（火）墨田区参加者 20

人 

②すみだツアー 

平 成 30 年 12 月 1 日

（ 土 ） ～ 12 月 2 日

（日）高畠町参加者：

30人 

①夏休み自然体験教

室 

令和 6 年 8 月 3-5 日

（土-月） 

②すみだツアー 

令和6年12月７・8日

（土日） 

①夏休み自然体験教室 

令和 6 年 8 月 3～5 日（土

～月）墨田区参加者 19 人 

②すみだツアー 

令和6年12月７・8日（土

日）高畠町参加者：28人 

A A 

２６ 

子ども読書活動推

進計画事業                  

【ひきふね図書館】 

家庭・地域・学校など

関係機関と連携、協

力して子どもの読書活

動を推進し、生涯にわ

たり学ぶことができる力

を育む。 

「墨田区子ども読書活動推進

計画（第４次）」に基づき、

家庭、地域、学校等で子どもが

読書に親しむ機会と環境を整

備します。 

【家庭】読書ノートの配布

（1,800部） 

ブックスタート事業（配布

率96.64％） 

【地域】幼児向けブックリス

トの配布（4,000枚） 

施設職員向け研修会の

実施（－） 

【学校】学校図書館スタッ

フ の 派 遣 （ 小 学 校 25

校、中学校10校、週２

日） 

【家庭】読書ノートの

配布（2,000部） 

ブ ッ ク ス タ ー ト 事 業

（配布率95％） 

【地域】幼児向けブック

リストの配布（5,000

枚） 

施設職員向け研修会

（１回） 

【学校】学校図書館ス

タッフの派遣 

小学校（週３日）、 

中学校（週２日） 

【家庭】読書ノートの配布

（679部） 

ブックスタート事業（配布率

94.6%） 

【地域】幼児向けブックリスト

の配布（5,000枚） 

施設職員向け研修会の実

施（1回） 

【学校】学校図書館スタッフの

派遣 

小学校（週３日）、中学

校（週２日） 

A A 

２７ 

環境体験学習                           

【環境保全課】 

親子で参加できる環

境学習の場を提供し、

環境に対する意識を

高める。 

子どもたちが自然にふれあう機

会を提供するため、栃木県鹿

沼市にある山林での植林・林

業・間伐体験や、大横川親水

公園等での自然観察会、区立

小学校におけるヤゴ救出・ビオト

・森林整備体験事業 

植林体験13人参加 

山の日イベント14人参

加 

間伐体験8人参加 

・自然観察会 9テーマ 

・森林整備体験事業 

植林体験 6/1予定 

親子で林業機械操縦

体験 8/1予定 

間伐体験 10/19予

定 

・森林整備体験事業 

植林体験 14人参加 

親子で林業機械操縦体験 8

人参加 

間伐体験 3人参加 

・すみだ自然観察会 

6回延べ105人参加 

・小学校プールのヤゴ救出作戦

Ａ Ａ 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（３）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

ープの造成支援などの環境学

習を行うほか、小中学生向け

環境学習講座や展示会を実

施します。 

10回 延266人参加 

・小学校プールのヤゴ救出

作戦19校（うち説明者

派遣10校）、生息作戦

11校 

・小学校ビオトープ維持

補修作業に伴う授業1

校 

・親子で参加できる自

然観察会の実施 

・小学校プールのヤゴ

救出作戦、生息作戦 

・小学校ビオトープ事

業 

・夏休みすみだ環境プ

ログラム 7月24日か

ら8月31日の間に実

施予定 

 

 

 

 

 

 

17校（うち説明者派遣8校、生

息作戦16校） 

・小学校ビオトープ事業 

 現況調査の実施 

・夏休みすみだ環境プログラム

（7月24日から8月31日の間に

11講座実施。（ ）内は参加

人数） 

・「都会の地下にある巨大な変電

所へ行こう！」（24） 

・「楽しく！おいしく！親子でエコ・

クッキング」（16） 

・「野菜クイズに挑戦とトイレットペ

ーパーの芯で〇〇づくり」（14） 

・「プラスチックごみ削減ワークショ

ップ～ペットボトルの水平リサイク

ル～」（14） 

・「夏休み自由研究講座 

「 森のめぐみと紙すき 体験」」

（32） 

・「なるほど！ガスワールド～エネ

ルギー学習とリサイクル工作」

（37） 

・「船に乗って海洋プラスチックの

問 題 に つ い て 考 え て み よ う 」

（32） 

・「親子で学ぶ！エネルギーの創・

蓄・省とライト工作教室」（12） 

・「雨水を使ってこけ玉を作ろ

う！」（28） 

・「雨の恵みで草木染め～オリジ

ナルハンカチを作ろう」（21） 

・「すみだの夜空で見えるの?!～

夏の大三角と土星を探そう！」

（28） 



 

16 

 

基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（４）子どもと親の心とからだの健康づくりの促進     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

２８ 

出産・子育て応援

事業（ゆりかご・す

みだ事業） 

【健康推進課、子

育て支援総合セン

ター】 

専門職による面接を

実施し、必要な支援

を行うことで、妊娠期

から子育て期にわたる

切れ目ない支援を実

現する。 

保健師などの専門職が妊婦に

面接を行い、継続した支援が

必要な場合には支援プランを

作成して、関係機関と連携し

ながら必要な支援を実施しま

す。 

・面接者数：2,482件 

・支援プラン作成 126人 

・育児パッケージ配布数 

2,522個 

・面接者数：2,900

件 

・ 支 援 プ ラ ン 作 成 

290人 

・育児パッケージ配布

数 2,900個 

・面接者数：2,593 件 

・支援プラン作成 497 件 

・育児パッケージ配布数 

2,618個 

A A 

２９ 

乳児家庭全戸訪問

事業（こんにちは赤

ちゃん事業） 

【健康推進課】 

妊産婦及び新生児の

健康維持、増進を図

るために訪問指導を行

い、子どもの健やかな

出生と育成を支援す

る。 

新生児及び生後１２０日以

内の乳児に対して、自宅を訪

問して発育、栄養、生活環境

等の育児指導を行い、育児不

安の解消や虐待の未然防止、

早期発見に努めます。 

さらに、訪問時に産後うつスクリ

ーニングアンケートを実施し、高

い点数の方には必要な相談・

支援につなげています。 

指導件数（延） 

【向島保健センター】 

・新生児訪問 920 人 

・未熟児訪問 9 人 

・乳児訪問 63 人 

・妊産婦訪問 166 人 

【本所保健センター】 

・新生児訪問 1,391 人 

・未熟児訪問 32 人 

・乳児訪問 96 人 

・妊産婦訪問302人 

 

継続して実施します。 指導件数（延） 

・新生児訪問 2,029 人 

・未熟児訪問  31 人 

・乳児訪問   136 人 

・妊産婦訪問 2,076 人 

 

A A 

３０ 

親子健康手帳（母

子健康手帳）の交

付 

【健康推進課、子

育て支援総合セン

ター、各出張所】 

安心して妊娠期を過

ごし、健やかな赤ちゃん

との出会いを迎えられ

るよう支援する。 

妊娠の届出により親子健康手

帳（母子健康手帳）の交付

を行い、必要に応じて保健指

導を行います。 

親子健康手帳交付数 

2,867 件 

 

継続して実施します。 親子健康手帳交付数 

2,671 件 

 

A A 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（３）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

３１ 

母子健康診査               

【健康推進課】 

各種健康診査を通し

て母性の健康を保持

増進させ、子どもの出

生と育成を推進する。 

妊婦及び乳幼児に対して適切

な時期に健康診査と指導を行

い、健康の保持、増進を図りま

す。また、育児不安の解消や

虐待の未然防止・早期発見に

努めます。 

あわせて、健診の機会を通じて

子どもの事故防止に関する知

識の普及・啓発にも取組みま

す。 

3・4 か月児健診 

【向島保健センター】 

受診者数 955 人（受

診率 98.0％） 

【本所保健センター】 

受 診 者 数 1,439 人

（受診率 95.9％） 

6 か月児健診 

受 診 者 数 2,287 人

（受診率 92.4％） 

9 か月児健診 

受 診 者 数 2,285 人

（受診率 92.3％） 

 

1歳6か月児健診 

【向島保健センター】 

受診者数953人（受診

率 95.2％） 

【本所保健センター】 

受診者数1,252人（受

診率 92.9％） 

・3歳児健診 

【向島保健センター】 

受診者数963人（受診

率98.4％） 

【本所保健センター】 

受診者数1,131人（受

診率95.6％） 

 

1歳6か月児健診 

（医療機関委託分） 

受診者数 2,227人（受

診率94.8％） 
 

継続して実施します。

なお、11月からは「す

みだ保健子育て支援

総合センター」にて実

施予定です。 

3・4 か月児健診 

受診者数 1,998 人（受診

率 96.0％） 

6 か月児健診 

受診者数 1,889 人（受

診率 91.0％） 

9 か月児健診 

受診者数 1,836 人（受

診率 88.2％） 

 

1歳6か月児健診 

受診者数1,789人 

（受診率 95.3％） 

 

3歳児健診 

受診者数1,699人 

（受診率98.0％） 

 

1歳6か月児健診 

（医療機関委託分） 

受診者数1,764人（受診

率94.0％） 

 

A A 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（３）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

３２ 

母子歯科健康診査                

【健康推進課】 

妊産婦と乳幼児の歯

科 健 康 診 査 を 実 施

し、口腔内疾患の予

防と早期発見、適切

な時期での治療を推

進し、口腔の健康づく

りを支援する。 

【妊産婦歯科健康診査】 

妊娠中に１回、産後１年未

満までの間に１回の計２回、

区内の実施歯科医療機関に

おいて、自己負担なく歯科健

康診査と歯科保健指導を受け

られるようにします。 

【育メン歯科健康診査】 

妊産婦のパートナーの歯科健

診を実施し、区内の実施歯科

医療機関において、自己負担

なく歯科健康診査と歯科保健

指導を受けられるようにします。 

【乳幼児の歯科健康診査】 

保健センターにおいて、１歳６

か月児と３歳児を対象とした

歯科健康診査を実施します。 

【妊産婦歯科健康診査】 

受診者 1,008人（受

診率 36.3％） 

 

【乳幼児の歯科健康診査】 

１歳６か月児歯科健診 

向島保健センター 24

回  953人 

本所保健センター 30

回 1,252人 

３歳児歯科健診 

向島保健センター 24

回  961人 

本所保健センター 24

回 1,131人 

 

継続して実施します。      【妊産婦歯科健康診査】 

受診者 延べ1,425人 

（受診率53.4％） 

 

【育メン歯科健康診査】 

受診者 439人  （受診

率16.5％） 

 

【乳幼児の歯科健康診査】 

1歳6か月児歯科健診 

向島保健センター 

 14回 459人 

本所保健センター 

 17回 563人 

すみだ保健子育て総合センター 

 15回 767人 

３歳児歯科健診 

向島保健センター  

14回 493人 

本所保健センター  

16回 505人 

すみだ保健子育て総合センター 

  18回 673人 

Ａ A 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（３）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

３３ 

歯科衛生相談運営                      

【健康推進課】 

幼児の歯科保健に係

る保護者の不安や悩

みに対応し、虫歯の予

防及び進行の抑制に

取組み、生涯にわたる

歯と口腔の健康基盤

をつくる。 

【歯科健診・相談】 

歯科医師会に歯科医師の派

遣を依頼し、３～４か月ごとの

口腔内健診を実施します。 

【歯みがき教室】 

むし歯予防を主体とした保健

指導を行います。また、幼児の

発育発達段階にあわせ、健全

な永久歯列の育成に取組みま

す。 

【4歳児歯科健康診査】 

４歳児の歯科健診を実施し、

区内の実施歯科医療機関に

おいて、自己負担なく歯科健

康診査と歯科保健指導を受け

られるようにします。 

永久歯が萌出する前の時期を

捉えることにより、永久歯のう蝕

予防に繋げ、生涯を通じた歯と

口の健康づくりを推進します。 

歯みがき教室 

【向島保健センター】 

48 回 410 人 

【本所保健センター】 

60 回 657 人 

定期歯科健診 

【向島保健センター】 

36 回 453 人 

【本所保健センター】 

36 回 665 人 

予防処置 

【向島保健センター】 

94 回 671 人 

【本所保健センター】 

119 回 910 人 

保健指導 

【向島保健センター】 

453 人 

【本所保健センター】 

665人 

 

継続して実施します。 歯みがき教室 

【向島保健センター】 

49 回 183 人 

【本所保健センター】 

54 回 229 人 

【すみだ保健子育て総合センター】 

  48 回 183 人 

歯科健診・相談 

【向島保健センター】 

7 回 30 人 

【本所保健センター】 

7 回 50 人 

【すみだ保健子育て総合センター】 

  5 回 51 人 

 

4歳児歯科健康診査 

受診者 428人 

（受診率 23.1％） 

A A 

３４ 

アレルギー健診事業            

【健康推進課】 

診察とあわせて保健指

導・栄養相談を行い、

小児ぜんそくの発症防

止、健康の回復及び

疾病の予防を図る。 

乳児健診、１歳６か月児健

診、３歳児健診、育児相談の

結果、必要と認められた乳幼

児の保護者を対象に、アレルギ

ー性疾患についての知識を普

及し、予防に努めます。 

 

【向島保健センター】 

12 回 

受診者数 27 人 

【本所保健センター】 

12 回 

受診者数31人 

【向島保健センター】 

７回 

【本所保健センター】 

７回 

【すみだ保健子育て総

合センター】 

 ５回 

【向島保健センター】 

7 回 受診者 12 人 

【本所保健センター】 

5 回 受診者 11 人 

【すみだ保健子育て総合セン

ター】 

５回 受診者10人 

A A 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（３）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

３５ 

子どもの予防接種                         

【保健予防課】 

子どもを対象に予防接

種を実施し、感染のお

それがある疾病の発生

及びまん延を予防す

る。 

ジフテリア、百日せき、破傷風、

急性灰白髄炎、麻しん、風し

ん、日本脳炎、結核、Ｈｉｂ

感染症、肺炎球菌感染症、ヒ

トパピローマウイルス感染症、

水痘、Ｂ型肝炎の発生及びま

ん延防止のため、これら疾病に

対して免疫効果を獲得させる

ワクチンを対象者に接種しま

す。 

また、任意予防接種として、定

期予防接種対象期間外の麻

しん及び風しん予防接種の費

用助成制度を実施します。 

・ヒブ 9,761 人 

・ 小 児 用 肺 炎 球 菌 

9,767 人 

・Ｂ型肝炎 7,245 人 

・ＤＴ 1,100 人 

・不活化ポリオ  26 人 

・四種混合 9,698 人 

・ＢＣＧ 2,413 人 

・ＭＲ 4,193 人 

・水痘 4,631 人 

・日本脳炎 8,293 人 

・子宮頸がん予防 25 人 

・麻しん 0 人 

・風しん 0人 

予防接種法に基づき

適切に実施します。 

・ヒブ 2,846人 

・小児用肺炎球菌7,989人 

・B 型肝炎 6,001人 

・ロタ 5,071人 

・DT 1,271人 

・不活化ポリオ 1人 

・五種混合 5,139人 

・四種混合 3,046人 

・BCG 2,014人 

・MR 3,549人 

・水痘 3,533人 

・日本脳炎 6,815人 

・子宮頸がん予防7,443人 

・麻しん 0人 

・風しん 0人 

 

 

A Ａ 

３６ 

小児医療体制の充

実・確保                    

【保健計画課】 

休日や平日の夜間に

おける急病患者に対

する初期救急医療体

制を確保することで、

区民の健康を守り、安

心して子育てできる環

境を整える。 

【休日応急診療事業】 

祝祭日、日曜日及び年末年

始に、休日応急診療所を開設

し、内科・小児科の応急診療

に対応します。 

【小児初期救急平日夜間診

療】 

平日の夜間、同愛記念病院

内のすみだ平日夜間救急こど

もクリニックにおいて、小児専門

の初期救急診療を行います。 

 

墨田区休日応急診療所 

・診療日数 73日 

・小児科受診者 

2,536 人 

小児初期救急平日夜間

診療 

・診療日数 244 日 

・受診者数 655 人 

継続して実施します。 墨田区休日応急診療所 

・診療日数 7２日 

・小児科受診者 

752 人 

小児初期救急平日夜間診療 

・診療日数 243 日 

・受診者数 319 人 

A A 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（３）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

３７ 

子ども医療費助成                        

【子育て支援課】 

子育てに係る経済負

担を軽減し、費用の心

配なく医療を受けられ

るようにする。 

健康保険に加入している高校

生年齢相当までの児童が医療

機関等を受診した時に、保険

診療の自己負担分を助成して

います。 

受給者数 

・ 就 学 前 （ 乳 幼 児 ）

14,612人 

・小1～中3  

15,376人 

継続して実施します。 

 

受給者数 

・就学前（乳幼児） 

12,432人 

・小1～中3  

16,445人 

・高校生等（令和５年度よ

り事業開始） 

5,066人 

 

A A 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（３）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

３８ 

食育の推進             

【健康推進課、子ど

も施設課、学務

課、指導室】 

次世代の命を育む妊

婦に必要な栄養の知

識を普及するとともに、

子どもが望ましい食習

慣を身につけ、食の大

切さを理解し、食を通

じて自らの健康を管理

できるよう、乳幼児期

から食育に取組む。 

【妊婦向け】 

出産準備クラスの際に、妊娠

中の食事について講義を行い、

望ましい食習慣を身につけるた

めの指導を実施します。 

【乳幼児期】 

健診時や講習会の場を通じ

て、集団及び個別の栄養指導

を行い、食に関する知識の普

及啓発を図ります。また、各幼

稚園、保育園等においても食

育検討会の実施や栄養バラン

スのとれた給食の提供を通じ

て、食育に取組みます。 

【小中学生】 

年３回の食育検討会の実施

や、各学校での取組をまとめた

食育実践報告書を作成しま

す。また、食育の取組を支援す

るため、給食を活用した食育事

業を実施する区立小中学校に

対し、食育推進交付金を交付

します。 

【地域】 

墨田区食育推進計画に基づ

き、区民・民間団体等の主体

的な活動と地域の特性を活か

した総合的な食育を推進し、

食育フェス、食育シンポジウムの

実施等を通じて食育の普及啓

発に取組みます。 

【妊婦向け】 

出 産 準 備 ク ラ ス の 食 育 

21 回 214 人 

 

【乳幼児期】 

こども料理教室 1 回 14

組 30 人 

公立保育園の給食提供

日数 ２９２日／年 

 

【小中学生】 

各区立小中学校全校に

対して食育推進交付金を

交付し、日本の伝統的な

食文化や食事作法の習得

など、食育の取組を支援し

ました。 

 

【地域】 

食育イベント 

・すみだ食育フェス 2018 

参加者 22,346 人 

・食育シンポジウム 

参加者 350 人 

・地産都消プロジェクト 

  参加者 282 人 

【妊婦向け】 

出産準備クラスの食育  

11回（２部制） 

 

【乳幼児期】 

・親子料理教室 1回 

・公立保育園の給食

提供日数 293日/年 

 

【小中学生】 

・年３回の食育検討

会のを実施 

・年１回の食育研修

会 

・各学校での取組をま

とめた食育実践報告

書作成 

 

 

 

【地域】 

・ す み だ 食 育 フ ェ ス

2024 

・食育シンポジウム 

・こども商店街 

  

 

 

【妊婦向け】 

出産準備クラスの食育  

11回 172人 

 

【乳幼児期】 

・親子料理教室  

1回 ５組10名 

・公立保育園の給食提供日

数 293日/年 

 

【小中学生】 

・親子料理教室 

2回 11組24名 

・食育学習見学会 

  1回 14組31名 

・年３回の食育検討会の実

施 

・年１回の食育研修会 

・各学校での取組をまとめた

食育実践報告書作成 

 

【地域】 

・すみだ食育フェス 2024 

 来場者数：2,142人 

・食育シンポジウム 

 参加者 約200人 

A A 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（３）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

３９ 

健康と体力向上の

推進                         

【指導室】 

児童・生徒の体力の

状況を把握し、日常か

ら体を動かす楽しさを

教育活動に取り入れ

ていくことで、体力向上

に向けた取組を推進

する。 

全ての区立小中学校において

体力テストを実施し、一人ひと

りの子どもの体力データを分析

します。また、調査結果をもとに

体力向上プランを作成し、授

業の改善を図り、体力向上に

向けた取組の工夫、充実を図

ります。 

・全小中学校において体力

テストを実施し、多くの学年

において、体力合計点が、

東京都の平均値を上回

り、体力向上の取組が一

定の成果として表れていま

す。 

・児童・生徒の体力テスト

の課題を把握し、教員の

研究組織である体力向上

プロジェクト検討委員会で

補強運動や投力が身に付

く運動遊びの提案を行いま

した。 

・特色ある体力・運動能力

向上の取組「一校（園）

一取組」「一学級一実践」

の充実を図ってきました。 

・体力向上プロジェクト

委員会が中心となり、

前年度の体力テストを

分析し、区の体力テス

トの目標値を設定し、

体力テストを実施しま

す 。 ま た 、 「 一 校

（園）一取組」、「一

学級一実践」の充実

を図ります。 

・各校が体力向上プラ

ンを作成し、体力向上

の充実を図ります。 

・体力アップキャンペー

ンの取組の充実を図り

ます。 

・各校が前年度の体力テスト

の課題を踏まえて、体力向上

プランを作成し、体力向上の

充実を図りました。 

・体力テストの結果分析から

「一校（園）一取組」、「一

学級一実践」を作成し、運

動を実施しました。 

・体力アップキャンペーンを実

施し、他校の記録を意識する

ことで、意欲的に体力向上に

努めました。 

 

Ａ A 

４０ 

ぜんそく児のための

環境保健事業（機

能訓練事業）          

【保健予防課】 

体力づくりの促進、発

作時に症状の軽減に

効果がある腹式呼吸

などの体得に取組み、

子どもの健康回復、保

持及び増進をめざす。 

ぜん息等にり患している、児

童・生徒を対象に、デイキャン

プ・水泳教室・音楽療法教室・

食物アレルギー講演会を実施

します。 

・水泳教室 

10日間 延152人 

・音楽教室 

4日間 延43人 

・サマーキャンプ（デイキャン

プ） 

参加者数 

3日間延20人 

・アレルギー講演会 

2回 6組 

・水泳教室 

 10日間 

・音楽教室 

 3日間 

・デイキャンプ 

 2日間 

・アレルギー講演会 

 2回 

・水泳教室 

 10日間 延254人 

・音楽教室 

 3日間 延6人 

・デイキャンプ 

 2日間 延31人 

・アレルギー講演会 

 2回 延12人 

Ａ A 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（３）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

４１ 

喫煙、飲酒、薬物

乱用等への対策              

【指導室、生活衛

生 課 、 健 康 推 進

課】 

多様な機会を通じた

啓発活動を推進し、

喫煙、飲酒、薬物乱

用等の健康阻害行動

に対する正しい理解を

深める。 

東京都薬物乱用防止推進墨

田地区協議会と連携し、小学

校、中学校、高校において薬

物乱用が心身や人生に及ぼす

悪影響や、断り方等についての

講義を実施します。さらに、薬

物乱用防止に関する標語やポ

スターを募集し、展示会、表彰

を通じて意識啓発を図ります。 

また、全ての区立小学校高学

年に対し、喫煙防止の啓発パ

ンフレットの配布を行うほか、が

ん教育モデル授業の中でも、た

ばこの影響について学習する機

会を設けます。 

区立小学校高学年に対

し、たばこ関するリーフレット

を配布しました。また、がん

に関する授業の中でも、た

ばこの影響について学習の

機会を設けました。 

・薬物乱用防止教室 

を小中学校で実施 

・薬物乱用防止ポスター・

標語の応募数 

ポスター 227点 

標語  1395点 

・ポスター・標語作品展 

・小学校へたばこの害

についてのリーフレットを

配布し、未成年者へ

の喫煙防止対策を推

進します。受動喫煙に

関するリーフレットも配

布します。 

・薬物乱用防止の啓

発事業(セーフティ教

室等) 

を小中学校で実施し

ます。 

 

・東京都薬物乱用防

止推進墨田地区協

議会による小中学校

向け薬物乱用防止教

室の実施を支援しま

す。 

・薬物乱用防止ポスタ

ー標語の募集、表彰、

作品展を実施します。

また、優秀作品を区立

中学校に設置している

啓発看板に掲示しま

す。 

 

【生活衛生課】 

エイズ・性感染症のま

ん延防止、患者・感染

者に対する理解と予

防に関する正しい知識

の普及啓発を図りま

す。 

 

・小学校にたばこの害について

のリーフレットを配布し、未成

年者への喫煙防止対策の推

進や受動喫煙に関するリーフ

レットも配布しました。 

 

【生活衛生課】 

・東京都薬物乱用防止推進

墨田地区協議会による小中

学校向け薬物乱用防止教

室の実施を支援しました。 

・薬物乱用防止ポスター標語

の募集、表彰、作品展を実

施しました（応募数：ポスタ

ー64 点、標語 789 点）。ま

た、優秀作品を区立中学校

に設置している啓発看板に

掲示しました。 

 

Ａ A 
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基本目標① 子どもと親とが共に育つまちをつくります 

方向性（３）子どもの豊かな育ちを育む場・機会の充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

４２ 

エイズ及び性感染

症等に関する性教

育                

【保健予防課】 

エイズ・性感染症のま

ん延防止のため、患

者・感染症に対する理

解と、予防に関する正

しい知識の普及啓発

を図る。 

教職員を対象とした講演会を

実施し、学齢期の子どもにエイ

ズ及び性感染症に対する正し

い理解を広め、感染を予防す

るための教育を推進します。ま

た、エイズ教育の基盤となる、

人間尊重や男女平等の精神

に基づく性教育の一層の充実

を図ります。 

エイズ等の感染症に対する

理解を深め適切な対応や

支援を行うことを目的とし

て、職員を対象に講演会を

開催しました（平成31年

3月開催20名）。 

エイズ・性感染症のま

ん延防止、患者・感染

者に対する理解と予

防に関する正しい知識

の普及啓発を図りま

す。 

区立小中学校の養護教諭を

対象に、講演会を実施しまし

た。 

また、東京都等から送付され

たリーフレットを窓口に掲示す

るなどして正しい知識の普及

啓発を図りました。 

A Ａ 
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基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます 

方向性（１）乳幼児が健やかに育つ教育・保育環境の整備     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

４３ 

特定教育・保育

施設等への指導

検査                

【指導検査課】 

特定教育・保育施

設等への指導検査

を実施し、保育の質

の確保を図る。 

子ども・子育て支援法等に

基づいて認可保育所をはじ

めとする特定教育・保育施

設等に指導検査等を実施

し、各種法令、通知に規定

されている施設等の運営と保

育サービスの質が確保されて

いるかどうかの確認を行いま

す。 

認可保育所 8件（外 都

立会 1件） 巡回調査 

80件 

小規模保育事業所 3件  

巡回調査 18件 

家庭的保育事業者 6件  

巡回調査 38件 

研修会2回実施（参加者

85人） 

■一般指導検査 

・認可保育所 

・小規模保育事業所 

・家庭的保育事業者 

・公私連携型保育所 

・特定子ども・子育て支援

施設 

（3年に1回程度実施） 

■ 指 導 検 査 補 助 巡 回

（巡回調査） 

・認可保育所 

・小規模保育事業所 

・家庭的保育事業者 

・公私連携型保育所 

・認証保育所 

・認可外保育施設 

・幼保連携型認定こども園 

（年2回程度実施） 

■研修会実施 

■一般指導検査 

・認可保育所 13件 

・小規模保育事業所 

3件 

・家庭的保育事業者 

3件 

・公私連携型保育所 

2件 

■特別指導検査 

・認可保育所 2件 

■指導検査補助巡回

（巡回調査） 

・認可保育所 115件 

・小規模保育事業所 

16件 

・家庭的保育事業者 

13件 

・公私連携型保育所 

4件 

・認証保育所 12件 

・認可外保育施設 18件 

・幼保連携型認定こども園 

4件 

■研修会実施 

 2回（参加者 316人） 

Ａ Ａ 
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基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます 

方向性（１）乳幼児が健やかに育つ教育・保育環境の整備     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

４４ 

保育士の確保事

業                        

【子ども施設課】 

私立保育所等にお

ける保育士等の人

材確保に取組み、

保育の質の確保、向

上を図る。 

国や東京都の補助事業の

実施状況にあわせて、保育

士等が入居する宿舎に要す

る賃借料の一部を補助する

など、私立保育所等が保育

士等を確保できるよう支援し

ます。 

 

補助対象宿舎 

・私立認可 188 件 

・公設民営 45 件 

・小規模  16 件 

・認証    2件 

補助対象宿舎数として、

私立認可３３０件、公

設民営７０件、小規模

２０件、認証１３件、認

定こども園３件の計４３

６件を見込みます。 

・私立認可３３３件 

・公設民営５３件 

・小規模１９件 

・認証９件 

・認定こども園１２件 

計４２６件を実施しまし

た。 

Ａ A 

４５ 

保育所における質

の向上のための取

組            

【子ども施設課】 

研修等を通じて区内

全ての保育施設の

保育の質を向上さ

せ、子どもたちに質の

高い保育を提供す

る。 

合同研修、乳児研修、障害

児スーパーバイザー研修、職

場内研修、人権研修、協同

的学びの実践、公開保育な

ど、多種多様な研修を通じ

て、お互いにまなびあい、高

めあう環境を整えます。 

・合同研修５回実施 

・障害児専門研修６回 

・保育支援コーディネーター

研修６回 

・幼稚園教諭資格取得援

助 （ 申 請 者 へ の 全 額 補

助） 

・合同研修５回実施 

・障害児専門研修６回 

・実技継続研修３回 

・人材育成継続研修３回 

・園長研修１回 

・副園長・主任研修１回 

・新人研修１回 

・人権研修２回 

・職層研修３回 

・職場内研修、乳児研修

も数回あり。 

・合同研修５回 

・障害児専門研修６回 

・人材育成研修３回 

・実技継続研修３回 

・職層研修３回 

・園長研修１回 

・副園長・主任研修１回 

・新人研修２回 

・職場内研修 9 回 

・乳児研修５回 

・オンデマンド研修 9 回 

（内訳：コミュニケーション

2 回、 

保護者対応 2 回、 

インクルーシブ保育 2 回、 

人権４回） 

A Ａ 
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基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます 

方向性（１）乳幼児が健やかに育つ教育・保育環境の整備     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

４６ 

保育施設の福祉

サービス第三者評

価制度の推進       

【 地 域 福 祉 課

（厚生課）、子

ども施設課】 

サービスや運営につ

いて、事業者・利用

者以外の第三者機

関による評価を推進

し、保育内容に質の

確保を図る。 

区立保育所では原則３年

に１度受審するほか、私立

保育所、認証保育所に対し

ては受審費用の助成を行う

ことで、第三者機関による福

祉サービス第三者評価を積

極的に推進します。 

【厚生課】 

・ 認 可 保 育 所 10 園 （ 公

立）、認定こども園1園（公

立）で実施しました。 

【子ども施設課】 

・認可保育所4園（株式会

社系私立）、認証保育所3

園で実施しました。 

 

【厚生課】 

・認可保育所６園（公

立）、認定こども園1園

（公立）の実施を計画し

ています。 

【子ども施設課】 

・私立認可保育所15園、

認可外保育施設（定期

利用）１園で実施を計画

しています。 

【厚生課】 

・認可保育所 6 園（公

立）、認定こども園 1 園

（公立）で実施しました。 

【子ども施設課】 

・私立認可保育所６園

(株式系３、社福系３) 

・認可外保育施設（定期

利用１園で実施しました。 

A A 

４７ 

既存保育所の認

定こども園への移

行                

【子ども施設課】 

適切な保育サービス

の提供に向け、移行

の必要性を含めた検

討を行う。 

既存の認可保育所、幼稚

園の幼保連携型認定こども

園への移行について、調査

研究し、移行を予定する施

設については必要な対応を

行います。 

 

既存の認可保育所、幼稚

園の幼保連携型認定こども

園への移行について、調査

研究を実施しました。 

既存の認可保育所、幼稚

園の幼保連携型認定こど

も園への移行について、調

査研究を実施します。 

幼稚園の認定こども園への

移行について、必要な対応

を行いました。 

Ａ Ａ 

４８ 

区立保育園への

民間活力導入事

業                 

【子育て支援課】 

区立保育園へ民間

活力を導入すること

で、保育ニーズの多

様化に対応し、柔軟

な保育サービスの提

供を行う。 

 

墨田区保育所等整備計画

に基づき、指定管理者制

度、公私連携制度を活用し

て区立保育園に民間活力を

導入していきます。 

・平成30年度から、亀沢保

育園へ指定管理者制度を

導入しました。 

 

墨田区公設保育所整備

計画を推進します。 

あおやぎ保育園へ公私連

携制度を導入しました。

（令和６年４月１日開

園） 

 

 

Ａ A 
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基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます 

方向性（１）乳幼児が健やかに育つ教育・保育環境の整備     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

４９ 

私立保育所等整

備助成事業                    

【子育て政策課】 

待機児童の地域

別、年齢別分布状

況、区民ニーズ等を

踏まえ、需要量に応

じた保育所等の整備

を実施し、保育の受

け皿を確保すること

で、待機児童の解消

を図る。 

民間保育事業者による保育

所等整備に当たり、工事費

や開設前賃借料等の保育

所整備に要する費用の一部

を補助するとともに、施設整

備に向けた指導、支援を行

います。 

【平成３０年６月開設 １

園】 

・墨田みどり保育園 分園 

【平成３０年１０月開設 

１園】  

・にじいろ保育園向島 

【平成３１年４月１日開

設 ８園】 

・キッズガーデン業平 

・キッズガーデン第二墨田八

広 

・まなびの森保育園八広 

・あい・あい保育園 石原園 

・アスク緑保育園 

・さくらさくみらい 東向島 

・グローバルキッズ八広園 

・たんぽぽ保育所 八広園 

 

認可保育所の移転整備

支援 

【令和７年４月移転 １

園】 

・チェリッシュ曳舟保育園 

A Ａ 
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基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます 

方向性（１）乳幼児が健やかに育つ教育・保育環境の整備     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

５０ 

地域型保育事業

（小規模保育事

業・家庭的保育

者） 

【子ども施設課】 

地域の多様な保育

ニーズにきめ細かく対

応した保育事業を実

施し、待機児童の解

消を図る。 

【小規模保育事業】 

３歳未満の乳幼児を対象に

した、区が独自の基準を定め

て認可した定員１９人以下

の小規模な保育施設を運

営し、保育を実施する事業

者に対し、運営費の補助を

行います。 

【家庭的保育者】 

３歳未満の乳幼児を対象に

した、区が独自の基準を定め

て認可し、家庭的な環境の

中で保育を実施する個人事

業主に対し、運営費の補助

を行います。 

【小規模保育事業】 

小規模保育事業所１０園 

区特有の保育ニーズに対応

するため、運営を支援しま

す。 

 

【家庭的保育者】 

家庭的保育者21人 利用

乳幼児定員70名 

区独自の補助を行い、運営

を支援します。 

教育・保育の質の向上のた

め、認可保育所向けの合同

研修に参加呼びかけ。課主

催の勉強会2回開催。 

【小規模保育事業】 

小規模保育事業所８園 

区特有の保育ニーズに対

応するため、運営費補助

金や合同研修の呼びかけ

等により、運営支援を行い

ます。 

 

【家庭的保育者】 

区独自の補助を行い、運

営を支援します。 

教育・保育の質の向上の

ため、認可保育所向けの

合同研修の参加を促しま

す。 

【小規模保育事業】 

小規模保育事業所８園 

区特有の保育ニーズに対

応するため、運営費補助

金や合同研修の呼びかけ

等により、運営支援を行い

ました。 

 

【家庭的保育者】 

区独自の補助を行い、運

営を支援しました。 

教育・保育の質の向上のた

め、認可保育所向けの合

同研修等を周知し、質向

上を支援しました。 

Ａ Ａ 
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基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます 

方向性（１）乳幼児が健やかに育つ教育・保育環境の整備     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

５１ 

幼保小中一貫教

育推進事業                 

【すみだ教育研究

所】 

中学校卒業までを連

続した教育期間とし

て捉え、子どもたちの

生きる力（知・徳・

体）を育む。 

「墨田区幼保小中一貫教

育推進計画」に基づき、全て

のブロック（中学校区）で校

種間の連携を意識した取組

を進めます。また、幼保小中

一貫教育フォーラムの開催

や、「小学校すたーとブック」

「中学校入学プレブック」の配

布により、一層の連携推進を

図ります。 

・ブロック（中学校区）ごと

に幼稚園・保育園・認定こど

も園・小学校・中学校の教

員等が集まり、事業計画を

作成し、取組を進めました。

また、年 2 回、幼保小中連

絡協議会を開催しました。

（全１０ブロック） 

・「幼保小中一貫教育フォー

ラム」を実施し、各ブロックの

取り組み内容を共有するとと

もに、保護者及び地域住民

に対しても、幼保小中一貫

教育の趣旨や取組を周知し

ました。 

 

・ブロック（中学校区）ご

とに幼稚園・保育園・認定

こども園・小学校・中学校

の教員等が集まり、事業

計画を作成し、取組を進

めます。また、年３回、幼

保小中協議会を開催しま

す。（全１０ブロック） 

・「小学校すたーとブック」

「中学校入学プレブック」の

配布により、円滑な接続を

図っていきます。 

・ブロック（中学校区）ごと

に幼稚園・保育園・認定こ

ども園・小学校・中学校の

教員等が集まり、事業計

画を作成し、取組を進めま

した。また、年３回、幼保

小中協議会を開催しまし

た。（全１０ブロック） 

・「幼保小中一貫教育フォ

ーラム」をオンラインで実施

し、幼保小中一貫教育の

取組を周知しました。 

・「小学校すたーとブック」

「中学校入学プレブック」を

配布しました。 

A Ａ 
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基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます 

方向性（２）多様なニーズに応える保育サービスの充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

５２ 

保育コンシェルジュ                       

【子育て支援課】 

子育て家庭それぞ

れの個別のニーズ

や状況に最も合っ

た保育サービスを

利用できる環境を

整える。 

保育専門相談員を配置し、

妊婦及び乳幼児を子育てし

ている家庭の保護者からの

相談に応じ、それぞれの状況

に応じた適切な保育サービス

を案内します。 

 

・保育コンシェルジュ 

3名配置 

・相談受付件数 

1,774件 

個別のニーズに応じ、対面、電

話、オンラインと様々な手法

で、きめ細かな相談を行ってい

く。 

・保育コンシェルジュ 

4名配置 

・相談受付件数 

 1,762 件 

 

 

A A 

５３ 

定期利用保育事業            

【子ども施設課、子

育て支援総合センタ

ー】 

パートタイムや短時

間就労等により保

育が必要な世帯に

対し、就労状況に

応じた保育を提供

する。 

１か月当たり４０時間以上

１６０時間未満の範囲に

おいて、保護者の状況に応

じ、預けたい曜日、時間を決

めてお子さんを預かるという

「定期利用保育事業」を実

施する事業者に補助金を交

付することで、安定的な運営

を支援し、保育環境の充実

に取組みます。 

・民間定期利用保育事業

所 

延べ利用件数 

 12,861件 

【子ども施設課】 

 

・両国子育てひろば保育室 

延べ利用者数 500人 

【子育て支援総合センター】 

 

【子ども施設課】 

認可外保育施設２園及び認

可保育施設４園で実施しま

す。 

 

【子育て支援総合センター】 

両国子育てひろば保育室 

パートタイムや短時間就労等

により保育が必要な世帯に対

し、就労状況に応じた保育を

実施します。 

【子ども施設課】 

延べ利用者数 

8,203 人 

 

 

【子育て支援総合センター】 

両国子育てひろば保育

室 

延べ利用者数400人 

Ａ Ａ 

５４ 

私立幼稚園等の預

かり保育 

【子ども施設課】 

私立幼稚園等で

預かり保育事業を

実施し、保護者の

負担軽減及び社

会参加 の機 会の

確保を図る 

幼稚園等の通常の教育時

間前後又は長期休暇時に

預かり保育を実施している区

内の私立幼稚園等設置者

に対し、預かり日数や人数に

応じた補助を行うことで、幼

稚園等での預かり保育事業

の充実に取組みます。 

 

私立幼稚園4園 

延べ利用者12,698人 

(4園のほか、2園でも預かり

保育を実施しているが、補助

金申請がなく、実態把握な

し) 

私立幼稚園7園で実施 私立幼稚園７園 

延べ利用者16,067人 

Ａ A 
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基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます 

方向性（２）多様なニーズに応える保育サービスの充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

５５ 

延長保育                            

【子ども施設課】 

保護者の就労形

態の多様化に応じ

た保育を提供し、

保護者の就労と育

児の両立を図る。 

標準時間保育（７：１５

～１８：１５）終了後及

び短時間保育（９：００

～１７：００）の前後に

おいて、延長保育を実施しま

す。 

・私立保育所全園で実施 

・指定管理園７園（うち分園

１園）で実施 

・標準時間認定の延長保育を

区立保育所 12 園（うち分園

１園）で実施 

・短時間認定の延長保育を区

立保育所全園で実施 

・私立保育所全園で実施します。 

・指定管理園８園（うち分園１

園）で実施します。 

・標準時間認定の延長保育を区

立保育所 10 園で実施します。 

・短時間認定の延長保育を区立

保育所全園で実施します。 

公立保育所 

延べ利用者数 1,129 人 

 

Ａ Ａ 

５６ 

スポット延長保育                        

【子ども施設課】 

突発的な事情によ

る延長保育を提供

し、保護者の就労

と育児の両立を図

る。 

急な残業や公共交通機関

の遅れ等により、突発的に通

常の保育時間を超えて保育

施設を利用する場合に、１

時間単位で利用できるスポッ

ト延長保育を実施します。 

・私立保育所全園で実施 

・指定管理園７園（うち分

園１園）で実施 

・標準時間認定のスポット延

長保育を区立保育 

所 12 園（うち分園１園）

で実施 

・短時間認定のスポット延長

保育を区立保育所 

全園で実施 

・私立保育所全園で実施しま

す。 

・指定管理園８園（うち分園

１園）で実施します。 

・標準時間認定のスポット延

長保育は区立保育所10園で

実施します。 

・短時間認定のスポット延長

保育は区立保育所全園で実

施します。 

・公立保育所 

延べ利用人数1,133人 

Ａ A 

５７ 

休日保育                            

【子ども施設課】 

休日に保育を提供

することで、さまざま

な就労形態の中に

あっても就労と育児

の両立ができる環

境を整える。 

 

保護者の就労形態により、

日曜日及び祝日に子どもを

保育できない場合に、一部

の保育園で保育を実施しま

す。 

・指定管理園2園 

延べ利用者数462人 

継続して実施します(１園は令

和６年度より公私連携型保

育所に移行)。 

・指定管理園 2 園 

延べ利用者数 1,254 人 

Ａ A 
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基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます 

方向性（２）多様なニーズに応える保育サービスの充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

５８ 

年末保育                            

【子ども施設課】 

年末（１２月２

９、３０日）に保

育を提供すること

で、さまざまな就労

形態の中にあっても

就労と育児の両立

ができる環境を整

える。 

 

保護者が就労等の事情によ

り、年末に子どもを保育でき

ない場合に、一部の保育園

で保育を実施します。 

横川橋保育園・ひきふね保

育園・押上保育園 

あおやぎ保育園４園での実

施で、全部で６３人の利用

がありました。 

私立認可保育所１１園で

の実施で、全部で４８人の

利用がありました。 

公立保育園３園 

公設民営保育園１園の 

4園で実施予定です。 

私立認可保育所は各園判断

の自主事業となります。 

横川橋保育園・八広認

定こども園・押上保育園 

3 園で実施し、延べ３４

名が利用しました。 

私立認可保育所9園で

の実施で延べ23名が利

用しました。 

A Ａ 

５９ 

病児・病後児保育事

業                      

【子育て支援課】 

病児又は病後児

で、集団保育が困

難であり、かつ保護

者の 仕事等 の事

情により家庭で保

育を行うことが困難

な児童を保育する

ことで、子育てしや

す い 環 境 を 整 え

る。 

 

医療機関や保育施設に併

設する専用のスペースがある

保育室等において、入院加

療の必要がなく、症状の急

変が認められない病気のお

子さんや、病気の回復期で

あるものの保育園等に通園

できないお子さんの保育を実

施します。 

・病後児保育室利用児童

数 68人 

・病児・病後児保育室利用

児童数 519人 

 

※病後児保育室について

は、平成30年度にて、実施

終了。 

病児・病後児保育室を継続し

て実施し、利用登録のオンライ

ン化を図るなど、利便性向上

に取り組みます。 

・病児・病後児保育室利

用児童数 187人 

 

※令和２年７月から、

新型コロナウイルス感染

症感染防止のため利用

条件等を制限していまし

たが、５類移行に伴い、

令和６年１月に利用条

件を緩和しました。 

A A 

６０ 

緊急一時保育                      

【子育て支援総合セ

ンター】 

緊急に保育を必要

とする児童に対し、

適 切 な 保 護を 与

え、もって児童福祉

の増進を図る。 

保護者の病気・出産等の理

由により緊急に保育が必要と

なった、集団保育が可能な

生後６か月から就学前まで

の児童を対象に、緊急一時

枠を設けた保育園等の保育

施設において保育を実施し

ます。 

 

利用者数   123人 

利用日数 延2,091日 

必要とする家庭が利用できるよ

う調整します。 

利用者数   93人 

利用日数 延1,296日 

A A 
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基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます 

方向性（２）多様なニーズに応える保育サービスの充実     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

６１ 

ショートナースリー

（短期保育） 

【子育て支援総合セ

ンター】 

断続的な保育が

必要になった家庭

に対し、短期保育

を実施することで、

家庭における養育

を支援する。 

保護者の短期就労、通院

等の事由により保育が必要

になった、生後６か月から就

学前までの児童を、定員に

空きのある私立保育所を利

用して保育します。 

 

利用者数 延14人 

利用日数 延131日 

【令和2年度事業終了】 

 

【令和2年度事業終了】 その他 

令和2年度

に事業終了

のため。 

 

その他 

令和2年度に事業終了の

ため。 
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基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます 

方向性（３）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備    

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

６２ 

国際理解教育の

推進                          

【指導室】 

外国語技能習得

への意欲を高める

とともに、多様な言

語や文化に触れ、

相互理解を深め

る。 

新学習指導要領に基づいて英語

教育の充実を図るため、全小中学

校に外国人講師を導入し、英語に

慣れ親しむ活動の機会を設けま

す。また、中学２年生を対象に 

東 京 都 版 英 語 村

（TOKYO GLOBAL GATEWAY）

における英語体験学習を実施しま

す。 

外国人講師を派遣する時

数を小学校３・４学年は年

間 18 時間、５・６学年は

年間 35 時間配置した。中

学校は 27 時間とし、英語

教育・国際理解の充実を図

りました。 

区立中学校 2 学年の生徒

20 名がオーストラリアを訪問

し、ホストファミリー等と交流

し英語力が向上しました。 

中学２年生を対象に東京

グローバル・ゲートウェイに派

遣し、英語の体験学習を行

いました。 

外国語講師派遣数は、

小学校３・４学年は年間

20時間、小学校５・６学

年は年間37時間として、

学級担任が主体となって

授業を行います。授業を

行います。 

区立中学校の海外派遣

事業は、派遣先をオースト

ラリア・シドニーて実施しま

す。事前学習、事後学習

を充実し、学んできたことを

発表す る機 会を設 けま

す。 

中学２年生を対象に東

京グローバル・ゲートウェイ

に派遣し、英語の体験学

習を行います。 

 

外国人講師を派遣する

時数を小学校３・４学

年は年間20時間、小

学校５・６学年は年間

37時間、中学校は年

間29時間としました。 

区立中学校2学年の生

徒 20 名がオーストラリア

を訪問し、ホストファミリ

ー等と交流しました。 

中学２年生を対象に東

京グローバル・ゲートウェ

イに派遣し、英語の体

験学習を行いました。 

Ａ A 
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基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます 

方向性（３）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備    

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

６３ 

情報教育の推進                            

【指導室】 

コンピュータを活用

した教育等を推進

し、児童・生徒が

主体的に情報を

選択・活用する能

力を育てる。 

全小中学校で情報機器を活用し

た授業づくりを行います。また、ＳＮ

Ｓ利用のルール化を学校教育の中

で見直し、改善を図ります。 

プログラミング教育や情報モラルの充

実に向けて、モデル校による研究、

取組の発表を行い、その内容を各

学校で実践します。 

全小中学校にて、ICT 機器

を活用した授業を推進した。

また、SNS ルールの見直し、

改善を図りました。 

小学校それぞれ１校が、プ

ログラミング教育推進校、情

報モラル推進校の指定を受

け、研究を行い、区内小中

学校にその研究の成果を周

知しました。 

ＧＩＧＡスクール授業研

究員による授業研究や授

業改善研修会を継続し、

ICT 機器を活用した授業

を推進します。 

情報モラルやＳＮＳ，イ

ンターネットの利用について

指導を継続し、子どもたち

が適切に ICT を活用でき

る資質・能力を育みます。 

GIGA スクール授業研

究員による授業研究や

授業改善研修会におい

て、一人１台端末の効

果的な活用について普

及・啓発を図ることで、

ICT 機器の活用の推進

につながりました。また、

すみだ GIGA スクール授

業研究員の授業実践を

各校に送付し、全小中

学校に ICT を活用した

授業を推進できました。 

「GIGA ワークブックとうき

ょう」や文部科学省「情

報モラル教育の充実」等

の資料を基に作成した

「情報モラル指導モデル

カリキュラム」を活用した

授業を実施しました。 

 

Ａ A 

６４ 

中学生海外派遣

事業                          

【指導室】 

海外派遣を実施

し、現地の生徒と

の交流、ホームス

テイ等を通して国

際社会で活躍で

きる生徒を育成す

る。 

特に英語に重点を置いた幼保小中

一貫教育として取組を推進します。

その一環として、中学２年生で海

外派遣を実施し、その成果を発表

する報告会を実施します。 

特に英語に重点を置いた幼

保小中一貫教育として取組

を推進しました。その一環と

して、中学２年生で海外派

遣を実施し、その成果を発

表する報告会を実施しまし

た。 

行先をオーストラリアとして

実施予定です。現地の生

徒との交流、ホームステイ

等を通して国際社会で活

躍できる生徒の育成を目

指します。成果発表の報

告会についても実施予定

です。 

行先をオーストラリアとし

て実施しました。現地の

生徒との交流、ホームス

テイ等を通して国際社

会で活躍できる資質を

高め、事業の成果を発

表する報告会を実施し

ました。 

Ａ A 
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基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます 

方向性（３）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備    

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

６５  

特色ある学校づく

り                          

【指導室】 

各学校で設定した

研究テーマに基づ

き、組織的に取組

むことで、学力向

上や体力向上など

の教育課題に対

応する。 

指定を受けた学校が今日的課題に

特化した内容や、それぞれの学校に

おける特色ある教育活動について

実践・研究し、１年間研究してきた

テーマについて研究発表会を実施

することで、各学校の教育活動の

充実を図ります。 

平成31年1月リバーサイドホ

ールにて、各学校による特色

ある学校づくり事業として、1

年間研究してきたテーマにつ

いて研究発表会を実施しま

した。内容は、新学習指導

要領に明記された「主体的・

対話的で深い学び」に関す

る授業改善、「思考力・表

現力の育成」、健康教育の

推進等、墨田区の課題に

対応した内容としています。 

 

指定校（園）となったの

ち、今日的教育課題につ

いて特化した内容やそれぞ

れの学校における特色あ

る教 育活 動につ いて実

践・研究し、その成果を公

開発表します。 

・区立小学校 ６校 

・区立中学校 １校 

・区立幼稚園 １園 

指定校（園）となった

のち、今日的教育課題

について特化した内容や

それぞれの学校における

特色ある教育活動につ

いて実践・研究し、その

成果を公開発表しまし

た。 

・区立小学校 ６校 

・区立中学校 １校 

・区立幼稚園 １園 

Ａ A 

６６  

学力向上推進事

業                     

【すみだ教育研究

所】 

子どもたちに、自ら

学び、主体的に問

題を解決するなど

の「確かな学力」を

身につけさせる。 

区立小中学校在籍児童・生徒を

対象に「墨田区学習状況調査」を

実施し、調査結果を活用した各学

校の学力向上の取組を推進しま

す。各学校の組織的な取組や、外

部人材の活用による授業及び放課

後学習の支援などに取組み、児

童・生徒の学力向上を図ります。 

「墨田区学力向上新３か

年計画（第１次）」に基づ

き、学習状況調査結果をも

とに、各小・中学校の学力

向上に関する取組を進めま

した。 

全校で復習のための教材、

指導方法のポイントを示した

教材等を活用するほか、放

課後学習を実施し、基礎・

基本の定着を図りました。 

「墨田区学力向上新３か

年計画（第 3 次）」に基

づき、各小・中学校の学

力向上に関する取組を進

めます。 

家庭学習の定着を図

るためのデジタルドリル

教 材 の 活 用 な ど 、

様々な取組を行う他、

放課後等学習の支援

を継続していきます。 

墨田区学力向上新３

か年計画（第３次）」

に基づき、各小・中学校

の学力向上に関する取

組を進めました。 

全校で復習のための教

材、指導方法のポイント

を作成・発信した他、放

課後学習を実施し、基

礎・基本の定着を図りま

した。 

Ａ Ａ 
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基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます 

方向性（３）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備    

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

６７ 

環境学習の支援                          

【環境保全課】 

区内の自然、生き

物に関する理解を

深める。 

環境学習教材「すみだ自然と生き

ものガイドマップ」を作成し、区立小

学校３年生を対象に配布します。 

環境学習教材「すみだ自然

と生きものガイドマップ」を増

刷し、区立小学校全25校

の３年生を対象に配布しま

した。 

環境学習教材「すみだ自

然と生きものガイドマップ」

を増刷し、区立小学校全

25校の３年生を対象に

配布します。 

環境学習教材「すみだ

自然と生きものガイドマッ

プ」を増刷し、区立小学

校全 25 校の３年生を

対象に配布しました。 

Ａ A 

６８ 

資源循環学習                        

【すみだ清掃事務

所】 

 

ごみの減量、リサイ

クルの推進など環

境問題に対する

意識啓発を図る。 

区立小学校４年生を対象にごみ

の分別、清掃車のしくみ、リサイクル

などについての体験学習を行いま

す。 

12 校 892 名参加 15 校  1,000 名 14 校  837 名参加 Ａ Ａ 

６９ 

道徳教育の推進                            

【指導室】 

豊かな心をもち、

人間としての生き

方の自覚を促し、

道徳性を身につけ

た児童・生徒を育

成する。 

平成３０年度から小学校において

道徳が教科化され、教科書を使用

した授業となったため、道徳推進教

師を中心に、授業づくりや評価の研

修を進めています。家庭・学校・地

域社会が一体となった道徳教育を

推進するため、道徳授業地区公開

講座を全小中学校で開催します。 

平成３０年度から小学校

において道徳が教科化さ

れ、教科書を使用した授業

となったため、道徳推進教師

を中心に、授業づくりや評価

の研修をした。家庭・学校・

地域社会が一体となった道

徳教育を推進するため、道

徳授業地区公開講座を全

小中学校で開催しました。 

各校の道徳教育推進教

師を対象に推進教師とし

ての役割や授業づくりや評

価についての研修を実施

する。家庭・学校・地域社

会が一体となった道徳教

育を推進するために道徳

授業地区公開講座は全

小中学校で、様々な工夫

のもと、開催する予定で

す。 

各校の道徳教育推進

教師を対象に授業づくり

や評価についての研修を

実施しました。 

家庭・学校・地域社会

が一体となった道徳教

育を推進するため、道徳

授業地区公開講座を

全小中学校で開催しま

した。 

A A 
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基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます 

方向性（３）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備    

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

７０ 

人権教育                               

【指導室】 

地域や学校の実

態に即して、同和

教育を中心に据え

た人権教育を推

進し、子どもたちか

らあらゆる偏見や

差別をなくす。 

年３回の人権教育推進連絡協議

会の実施等を通して、東京都の人

権課題を理解し、全幼稚園、小中

学校の人権教育の充実を図りま

す。また、長期休業前に特別授業

を実施して、路上生活者への偏

見・差別の解消を図ります。 

全区立小中学校・幼稚園

で実施しました。 

小中学校で路上生活者へ

の偏見・差別の解消を図る

特別授業を年間3回、長期

休業前に実施しました。 

平成３１年２月に人権尊

重教育推進校の指定３校

による合同実践報告会を実

施しました。 

全区立小中学校で路上

生活者への偏見・差別の

解消を図る特別授業を年

3回、実施します。 

人権教育推進連絡協議

会を年３回実施し、人権

教育を推進します。 

学校訪問及び初任者研

修会では、人権教育の研

修を実施し、人権教育の

理解・啓発を図ります。 

 

全区立小中学校で路

上生活者への偏見・差

別解消を図る特別授業

を、年３回実施しまし

た。 

人権教育推進連絡協

議会を年３回実施しま

した。（人権課題、「同

和問題」、「子供」、「外

国人」） 

初任者研修会におい

て、人権教育に関する

研修を実施しました。 

学校訪問時には、人権

教育に関する研修を実

施 し 、 人 権 教 育 の 理

解・啓発を図りました。 

 

A A 
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基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます 

方向性（３）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備    

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

７１ 

図書館を使った

調べる学習コンク

ール                  

【指導室】 

図書館資料をはじ

めさまざまな情報

を活用した調べる

学習を通じて、児

童・生徒自らが考

え、判断し、表現

する力を育む。 

「墨田区 図書館を使った調べる学

習コンクール」を実施し、児童・生徒

に公共・学校図書館での調べ方を

体得させ、有効に活用する力を養

います。また、調べる学習の研修会

や個別相談会を実施することで、

多くの児童・生徒が取組めるように

支援します。 

「墨田区 図書館を使った

調べる学習コンクール」を実

施し、区立小・中学校に取

組の推進を行いました。 

参加人数５２８９名、作

品数５１６４点 

保護者向け説明会 ５８

名参加 

応援講座１２４名参加  

個別相談会１７４組参加 

・「墨田区 図書館を使っ

た調べる学習コンクール」を

実施し、区立小・中学校

に推進していきます。 

・４月に親子応援講座を

実施します。 

・６月に調べる学習コンク

ールのリーフレットを配布

し、コンクール参加を促しま

す。 

・教員向けの「調べる学習

研修会」では、実践を通し

て指導のポイントについて

研修を行います。 

・７・８月に個別相談会

を実施します。 

 

４月に保護者説明会・

親子相談会の実施 

・調べる学習研修会の

実施（各校から１名参

加） 

保護者向けパンフレット

の作成・配布 

７・８月に個別相談会

の実施（11 日間） 

5,876 作品が応募。内

88 作品を全国コンクー

ルへ出展。 

＜全国結果＞ 優秀賞

2名（「2030生物多様

性枠組実現日本会議」

１名、日本児童図書出

版協会賞1名） 優良

賞8名 奨励賞21名  

佳作57名 

 

Ａ A 
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基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます 

方向性（３）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備    

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

７２ 

体験的な活動を

取り入れた学習の

展開              

【学務課、指導

室】 

総合的な学習の

時間等における活

動内容を充実さ

せ、児童・生徒の

生きる力を育む。 

総合的な学習の時間や道徳教

育、特別活動におけるボランティア

活動や自然体験活動などを充実し

ます。また、区立小学校５、６年

生、中学校１、２年生を対象に、

移動教室、野外体験活動を実施

し、自然に親しむことができる環境の

中でのさまざまな学習体験に取組

みます。 

・宿泊を伴う移動教室や野

外体験活動を実施し、充実

を図りました。 

 

総合的な学習の時間や

道徳教育、特別活動にお

けるボランティア活動や自

然体験活動などを充実し

ます。また、区立小学校

５、６年生、中学校１、

２年生を対象に、移動教

室、野外体験活動を実施

し、自然に親しむことができ

る環境の中でのさまざまな

学習体験に取組みます。 

総合的な学習の時間や

道徳教育、特別活動に

おけるボランティア活動や

自然体験活動など、出

前授業なども活用して

取組の充実が図られまし

た。移動教室、野外体

験活動事業についても

活発な体験活動を行い

ました。 

Ａ A 

７３ 

伝統文化等に触

れ合う機会の提

供                    

【指導室】 

地域の伝統文化

等の情報提供を

学校に行い、教育

活動の充実を図

る。 

学習指導要領に基づいた取組とし

て、地域の伝統文化等を学校の教

育活動に活用するため、すみだ郷

土文化資料館と連携した教育活

動、すみだ北斎美術館への見学を

実施します。 

学習指導要領に基づいた取

組として、地域の伝統文化

等を学校の教育活動に活

用するため、すみだ郷土文

化資料館と連携した教育活

動、すみだ北斎美術館への

見学を実施しました。 

 

地域の伝統文化等を学

校の教育活動で活用して

いくためにすみだ郷土文化

資料館やすみだ北斎美術

館と連携した出前授業、

施設見学について周知を

図ります。 

すみだ郷土文化資料館

との連携した教育活動

については、施設見学の

周知またはＤＶＤの活

用を、すみだ北斎美術

館については施設見学

の周知を行いました。 

A A 
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基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます 

方向性（３）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備    

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

７４ 

交流教育・障害

児理解教育の実

施                    

【指導室】 

小中学校の児童・

生徒と特別支援

学級、地域の特

別支援学校との

交流教育を推進

し、障害者理解の

充実を図る。 

特別支援学級設置校で交流教育

を実施します。また、オリンピック・パ

ラリンピック教育の一環として、パラリ

ンピアンとの交流等を通じて障害者

理解教育にも取組んでいます。 

特別支援学級(固定級)設

置校(小学校 8 校、中学校

5校)で交流教育を実施しま

した。 

特別支援学校及び居住児

童・生徒との交流について

も、小学校 19 校、中学校

8 校で実施し、交流活動を

通して、児童・生徒に対して

障害者への理解を図りまし

た。 

オリンピック・パラリンピック教

育の一環として、パラリンピア

ンとの交流を通じて、障害者

理解教育にも取組みまし

た。 

 

特別支援学級や都立墨

田特別支援学校、都立

墨東特別支援学校に在

籍する児童・生徒が、副

籍をもつ学校と直接交流・

間接交流を通じて居住地

域とのつながりの維持・継

続を図ります。 

児童・生徒の相互理解の

促進やオリンピック・パラリン

ピックのレガシーの継承を

行う中で障害者理解に取

り組みます。 

 

特別支援学級や都立

墨田特別支援学校、都

立墨東特別支援学校

に在籍する児童・生徒

が、副籍をもつ学校と間

接交流を通じて居住地

域とのつながりの維持・

継続を図りました。 

児童の相互理解の促進

やオリンピック・パラリンピッ

ク教育のレガシーの継承

を行う中で障害者理解

に取り組みました。 

 

A A 

７５ 

学校支援指導員

派遣事業                       

【指導室】 

学校・園の教育課

題や学習指導、

生 徒 指 導 の 両

面、保健指導にお

いて、様々な課題

に対応し、健全育

成に向けたきめ細

や かな 支 援 を 行

う。 

 

全幼稚園・小中学校に学校支援

指導員を配置し、学習指導、生活

指導、特別支援等の補助を行い、

内容の充実を図ります。 

学校・園の教育課題や学習

指導や生徒指導、保健指

導において、さまざまな課題

に対応し、健全育成に向け

たきめ細やかな支援を行いま

した。 

幼稚園・小中学校に学校

支援指導員を配置し、学

習指導、生活指導、特別

支援等の補助や課題への

対応の充実を図ります。 

全幼稚園・全小中学校

に、学校支援指導員を

配置し、学習指導、生

活指導、特別支援等の

補助や個に応じたきめ

細やかな支援を行いまし

た。 

A A 
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基本目標② 保育の量的整備も継続しつつ、教育・保育の質を高めます 

方向性（３）子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境の整備    

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

７６ 

学校ＩＣＴ化推

進事業                         

【庶務課】 

学校のＩＣＴ化

を推進し、校務事

務の効率化、Ｉ

ＣＴを活用した授

業改善、児童生

徒の情報活用能

力の育成を図る。 

国の整備方針等を踏まえ、「いつで

も」「だれでも」「どこでも」活用できる

よう、各教室へのＩＣＴ環境を整

備し、教員及び児童・生徒のタブレ

ット端末整備や、校務用ＰＣの配

備等を実施します。 

各小中学校に PC ルームに

1,429台、調べもの学習用

タブレット500台、モデル実

施用のタブレットを690台整

備しました。その結果、子供

の数4.7人に1台の割合とな

っています。教員用には校務

PC1,280 台 、 タ ブ レ ッ ト

1,130台配備し、1人1台を

達成しています。 

 

タブレット端末活用支援や

タブレット端末の更新を迎

えるため、着実に更新を実

施します。 

令和２年度に整備した

小・中学生一人１台タ

ブレットの更新を行いまし

た。 

A A 

 

 

 

 

 

基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（１）ひとり親家庭等への支援     

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

７７ 

母子・父子、女性、家

庭相談                   

【生活福祉課】 

それぞれの家庭の状況に

応じた相談対応を実施

することにより、適切な支

援につなげる。 

母子・父子自立支援員、女性相談

支援員、家庭相談員が各種相談に

応じ、社会的・経済的自立に向けた

支援や、適切な助言、関係機関との

連絡調整、情報提供を行います。 

・母子・父子相談 

1,439 件 

(うち父子相談 21 件) 

・女性相談 1,872 件 

・家庭相談 397件 

各種相談に応じ、援

助を行います。また、

関係機関との連携を

強化します。 

・母子・父子相談 

544 件 

（うち父子相談 17 件） 

・女性相談 1,346 件 

・家庭相談418件 

A  

 

A 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（１）ひとり親家庭等への支援     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

７８ 

児童扶養手当                          

【子育て支援課】 

父母の離婚などにより父

又は母と生計を同じくし

ていない児童が育成され

る 家 庭 （ ひ と り 親 家

庭）の生活の安定と自

立の促進に寄与し、児

童の福祉の増進を図る。 

父又は母がいない若しくは父又は母

に重度の障害がある等の、１８歳に

達する年度末までの児童を養育して

いる方に手当を支給します。 

受給児童数 

・児童扶養手当 2,309人 

法改正を含めた制度

の周知を図り、事業を

着実に進めます。 

 

受給児童数 

・児童扶養手当 1,761

人 

A A 

７９ 

児童育成手当                          

【子育て支援課】 

父母の離婚などにより父

又は母と生計を同じくし

ていない児童が育成され

る 家 庭 （ ひ と り 親 家

庭）の生活の安定と自

立の促進に寄与し、児

童の福祉の増進を図る。 

 

父又は母がいない若しくは父又は母

に重度の障害がある等の、１８歳に

達する年度末までの児童を養育して

いる方に手当を支給します。 

受給児童数 2,978人 制度の周知を図り、事

業を着実に進めます。 

 

受給児童数 2,366人

（うち34名は障害手当

を併給） 

A A 

８０ 

ひとり親家庭の医療

費の助成                  

【子育て支援課】 

ひとり親家庭等の保健の

向上に寄与するととも

に、福祉の増進を図る。 

ひとり親家庭等が医療機関で支払う

医療費のうち、保険診療の自己負

担分の全部又は一部を助成します。 

受給世帯数 1,542世帯

（受給者数2,252人） 

制度の周知を図り、事

業を着実に進めます。 

 

受給世帯数 1,196世

帯 （ 受 給 者 数 1,293

人） 

A A 

８１ 

東京都母子及び父子

福祉資金（技能習

得資金）の貸付 

【生活福祉課】 

ひとり親家庭の保護者が

必要な知識・技能を習

得するために必要な費

用を貸付けることで、就

労につなげ、生活の安定

を図る。 

 

事業を開始し、又は就職するための

資格・技能習得のため、修学する専

門学校等の入学金、授業料、材料

費等の貸付を行います。 

・貸付件数 0件 

・貸付金額 0円 

相談に応じながら、給

付を行います。 

・貸付件数 0件 

・貸付金額 0円 

A 

 

 

A 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（１）ひとり親家庭等への支援     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

８２  

ひとり親家庭自立支

援給付金事業                  

【生活福祉課】 

就職や転職に必要な資

格を取得するための費用

を給付し、就職や収入の

増加につなげ、生活の安

定を図る。 

区から指定を受けた教育訓練講座

を受講する際に、費用の一部を給付

するほか、看護師や保育士等の国

家資格を取得するために養成機関

へ通う期間中、生活費の一部として

訓練促進給付金を給付します。 

 

・自立支援教育訓練給付金 

8 件 319,280 円 

・高等職業訓練促進給付金 

10 件 9,816,500 円 

・高等職業訓練終了支援給付金 

3件 150,000円 

相談に応じながら、給

付を行います。 

・自立支援教育訓練給付金 

5 件 670,061 円 

・高等職業訓練促進給付金 

23 件 24,404,500 円 

・高等職業訓練修了支援給付金 

9件  400,000円 

A A 

８３ 

ひとり親家庭福祉応

急小口資金貸付事

業               

【生活福祉課】 

緊急的に必要になった

資金を貸付け、ひとり親

家庭の生活の安定と生

活意欲の増進を図る。 

保護者の病気、冠婚葬祭などにより

資金が必要となった時に、５万円を

限度として応急に貸付を行います。 

・貸付件数 6 件 

・貸 付 金 額 265,000円 

相談に応じながら、貸

付を行います。 

・貸付件数 4 件 

・貸付金額 170,000円 

A 

 

A 

８４ 

母子生活支援施設                         

【生活福祉課】 

支援が必要な母子世帯

について、支援を行いな

がら自立の促進を図る。 

経済的な理由や住居が無い等の事

情により、子どもを十分に養育するこ

とが困難な場合に、母子世帯を生活

支援施設に入所させて保護するとと

もに、生活の支援としてきめ細かいサ

ポートを実施します。 

3 施設で実施 

平均入所世帯数 

43 世帯 67.1％ 

（定員 64 世帯） 

・墨田区母子生活ホーム（区立）  

・厚生館立花（私立） 

・ベタニヤホーム（私立） 

入所世帯の自立促進

のためのきめ細かいサ

ポートを行います。 

 

2施設で実施 

平均入所世帯数 

33世帯82.5％ 

（定員40世帯） 

・厚生館立花（私立） 

・ベタニヤホーム(私立） 

A  

 

A 

８５ 

母子緊急一時保護

事業                      

【生活福祉課】 

緊急的な避難が必要な

方を一時的に保護する

ことで、落ち着いた環境

の中で自立に向けた援

助に取組む。 

指定施設への一時的な入所、一時

宿泊先の確保等により、家庭内のト

ラブルなどで緊急的な避難が必要な

母子又は女性を保護し、落ち着いた

環境の中で必要な保護・相談・指導

を実施することで、対象者の自立を

援助します。 

 

母子緊急一時保護件数 

24件 

速やかな安全確保と

適切な相談・助言・援

助を行います。 

母子緊急一時保護件数 

15件 

A  

 

A 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（２）障害のある子どもの発達と成長支援     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

８６ 

幼稚園等における特

別支援教育              

【子ども施設課、学

務課】 

幼児一人ひとりの教育

的ニーズに応じた適切

な指導及び必要な支

援を行い、特別な配慮

を要する幼児の自立や

社会参加に向けた主体

的な取組を支援する。 

区立幼稚園においては、介助が

あれば集団保育に適応できること

を条件に特別な配慮を要する幼

児を受け入れます。 

私立幼稚園においては、特別な

配慮を要する幼児を受け入れて

いる区内の私立幼稚園等設置

者に対し、特別支援教育事業に

要する経費を補助することで、受

け入れ環境の充実を図ります。 

 

【学務課】 

区立幼稚園 42人 

 

【子ども施設課】 

私立幼稚園 

特別支援教育事業費

補助金対象 9人 

 

【学務課】 

継続して実施します。 

 

 

【子ども施設課】 

継続して実施します。 

【学務課】 

区立幼稚園 21人 

 

【子ども施設課】 

私立幼稚園 

特別支援教育事業費

補助金対象 9人 

Ａ A 

８７ 

保育施設における障

害児保育                  

【子ども施設課】 

障害の有無に関わら

ず、集団の中でお互い

に認めあい、共に育ちあ

う保育環境の実現を図

る。 

全ての公立園に、障害児対応と

しての正規保育士を１名配置

し、さらに認定障害児４名につき

会計年度任用保育士を１名、

重度認定障害児１名につき会

計年度任用保育士１名を配置

し、安心して子どもを預けられる環

境を整えます。 

 

公立保育園  180名 

私 立 保 育 園 117 名  

計297名認定児 

継続して実施します。 公立保育園 

  ２１５名 

 

私立保育園 

  ２４９名 

  

計４６４名認定児 

 

A A 

 

８８  

心理相談員の保育

施設への巡回                  

【子ども施設課】 

配慮が必要な子どもの

保育に関する適切な助

言を行うことで、健やか

な発達を支援する。 

心理相談員が保育園等を巡回

し、配慮が必要な子どもの園での

姿を観察し、施設職員、保護者

に対して、その子に合った保育へ

のアドバイスを提供します。 

 

公立保育園、私立保育

園巡回数  ４６７回 

公立保育園 242 回 

私立保育園 458 回 

 

      計 700回 

公立保育園 242 回 

私立保育園 458 回 

 

      計 700回 

A A 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（２）障害のある子どもの発達と成長支援     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

８９ 

学童クラブへの障害

児の受入                  

【子育て政策課】 

保護者が労働等により

昼間家庭にいない、特

別な配慮が必要な就

学児童に対して適切な

遊び及び生活の場を提

供し、その健全な育成

を図る。 

障害のある子どもの受け入れ状

況に応じて会計年度任用職員を

配置するほか、心理相談員による

学童クラブへの巡回・相談を実施

し、育成指導の充実を図ります。 

障害児承認人数 46

人 

地域による受入の偏りを是

正しながら、継続して実施

します。 

障害児承認人数 68

人 

（月別最大利用者

数） 

A A 

９０ 

特別支援学級等の

就学相談                      

【教育センター】 

特別な配慮を要する児

童・生徒一人ひとりの

個々の状況に応じた学

びの場を提供する。 

児童・生徒の一人ひとりのニーズ

に応じた就学相談及び転学相談

を実施します。また、特別支援教

育に係る環境整備を行うため、特

別支援学級運営に係る事業補

助を行います。 

・就学相談説明会 

1回 

・就学相談委員会 

10回 

・就学相談件数 

213件 

・転学相談 

  20件 

・平成30年度4月から

区立小学校全校に特

別支援教室を開設し

ました。 

 

・就学相談説明会 1回 

・就学相談委員会10回 

・改善検討委員会１回 

その他、研修会の実施を

予定しています。 

・ 就 学 相 談 説 明 会 

１回 

・ 就 学 相 談 委 員 会 

11回 

・ 改 善 検 討 委 員 会 

０回 

・就学相談 333件 

・転学相談 36件 

A A 

９１ 

就学奨励費の支給                           

【学務課】 

教育の機会均等の精

神に基づいて、保護者

の教育費用の負担軽

減を行い、円滑な義務

教育の実施を図る。 

 

特別な配慮を要する、特別支援

学級に在籍する児童・生徒の学

用品費等を補助します。 

・小学校  58人   

・中学校  29人   

支給数計 97人 

・小学校 60人 

・中学校 27人 

予定計  87人 

・小学校  69人   

・中学校  24人   

支給数計 93人 

A A 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（２）障害のある子どもの発達と成長支援     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

９２ 

特別支援教育への

対応                         

【指導室】 

巡回相談やコーディネー

ター研修等により、特別

な配慮を要する児童・

生徒への校内支援体

制の充実を図る。 

特別支援教育推進のため、特別

支援教室を全小中学校で実施

します。 

さらに、ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能

自閉症のために特別な配慮を要

する児童・生徒に対して、医師等

専門家による巡回相談を実施し

ます。また、全小中学校で校内

委員会を設置し、特別な配慮を

要する児童・生徒への適切な対

応を行います。 

 

全校で特別支援教育コ

ーディネーターを指名する

とともに、特別支援教育

に関する研修を実施しま

した。 

 

特別支援教育コーディネー

ターや特別支援学級教員

等を対象とした各種研修

会を実施します。 

・各校１回以上の医師等

専門家による巡回相談を

実施します。 

・特別支援教育コーデ

ィネーターや特別支援

学級教員等を対象と

した各種研修会を実

施しました。 

・各校１回以上の巡

回相談を実施しまし

た。 

Ａ A 

９３ 

介助支援の実施                            

【学務課】 

適切な支援があれば通

常学級で学ぶことが可

能な児童・生徒への教

育の機会均等を図る。 

 

車いすを利用している等の介助

支援があれば通常学級で学ぶこ

とができる児童・生徒のために、必

要に応じて介助員を配置します。 

対象児童生徒数 

・小学校 ２名 

・中学校 １名 

対象児童生徒予定数 

・小学校 2名 

・中学校 ０名 

対象児童生徒数 

・小学校 2名 

・中学校 0名 

A 

 

A 

９４ 

障害児通所支援事

業                       

【障害者福祉課】 

児童福祉法に定める障

害児通所支援事業を

実施し、１８歳未満の

障害児の心身の発達を

支援する。 

児童発達支援事業、放課後等

デイサービス事業を実施し、日常

生活に必要な基本的な動作の

指導、知識技能の付与、集団生

活への適応訓練などの療育を行

います。 

 

・児童発達支援決定人

数 749人 

・放課後等デイサービス

決定人数 495人 

継続して実施します。 ・児童発達支援決定

人数 828人 

・放課後等デイサービ

ス決定人数 771人 

A Ａ 

９５ 

障害児移動支援事

業                       

【障害者福祉課】 

単独での外出が困難な

障害児の外出を支援す

ることで、自立と社会参

加の促進を図る。 

障害児の外出を支援するヘルパ

ーを派遣して、余暇や文化活動

のための支援を行います。 

18歳未満の支給決定

者 187人 

継続して実施します。 18歳未満の支給決

定者 

148人 

A A 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（２）障害のある子どもの発達と成長支援     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

９６ 

障害児福祉手当                         

【障害者福祉課】 

重度障害児に対し、そ

の障害のため必要とな

る精神的、物質的な特

別の負担の軽減の一

助として手当を支給す

ることにより、特別障害

児の福祉の向上を図

る。 

 

精神又は身体に重度の障害を有

するため、日常生活において常時

の介護を必要とする状態にある在

宅の２０歳未満の方に対し、手

当を支給します。 

受給者数：延べ823人 制度の周知を図り、今後

も継続して実施します。 

受給者数 延べ710

人 

A A 

９７ 

児童育成手当（障

害）                      

【子育て支援課】 

知的障害若しくは身体

障害等を有する児童に

ついて、手当を支給する

ことにより、児童の福祉

の増進を図る。 

 

２０歳未満で、中程度以上の

障害児を養育している方に対し、

手当を支給します。 

受給児童数 149人 継続して実施します。 受給児童数 134人 

（うち34名は育成手

当と併給） 

A A 

９８ 

特別児童扶養手当                        

【子育て支援課】 

精神又は身体に障害を

有する児童について、

手当を支給することによ

り、児童の福祉の増進

を図る。 

 

２０歳未満で、中程度以上の

障害児を養育している方に対し、

手当を支給します。 

受給児童数 198人 制度の周知を図り、事業

を着実に進めます。 

受給児童数 177人 A A 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（３）さまざまなサポートが必要な子どもとその家庭への支援  

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

９９ 

要保護児童対策

協議会を中心とし

た虐待防止、再

発防止の強化 

【子育て支援総

合センター】 

児童虐待防止の

ために必要な連携

体制を強化し、要

保護児童の早期

発見、適切な保

護並びに要保護

児童とその保護者

への適切な支援を

図る。 

児童虐待に関する相談や

防止対策の活動を、関係

機関相互の連携・協力の

下に総合的に行うためのネ

ットワークである「要保護児

童対策地域協議会」を運

営し、代表者会議、実務

者会議、個別ケース検討

会議等を開催して、適切

な支援を行います。 

関係機関との連携の下、虐

待防止、再発防止を図りま

した。 

 

墨田区要保護児童対策地

域協議会 

・代表者会議 2回 

・実務者会議 3回 

・個別ケース検討会議 52

回 

（他機関検討会への参加 

20回） 

 

ひろばねっと（子育てひろば

を中心とした児童館等の地

域の子育て資源のネットワー

ク会議）を開催しました。 

・全体会 1 回 

・両国分科会 2 回 

・文花分科会 2回 

関係機関と連携して児童虐待

防止、再発防止に向け取り組

みを充実します。 

 

墨田区要保護児童対策地域

協議会 

・代表者会議  ２回 

・実務者会議  ４回 

・個別ケース検討会議 

（随時開催） 

関係機関と連携して児

童虐待防止、再発防止

を図りました。 

 

墨田区要保護児童対策

地域協議会 

・代表者会議  ２回 

・実務者会議  ４回 

・個別ケース検討会議

98回 

・スーパーバイズ事例検

討会議 ５回 

 

A A 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（３）さまざまなサポートが必要な子どもとその家庭への支援  

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１００ 

虐待防止に向け

た啓発活動の推

進           

【子育て支援総

合センター】 

各種啓発活動を

推進し、児童虐待

の防止を図る。 

地域で虐待を防止するた

めの区民向けパンフレット

や、幼稚園、保育所、学

校、児童館、医療機関等

関係機関向けの虐待防

止マニュアルを作成し、配

布します。 

新規開設した関係機関へ虐

待防止マニュアル改訂版を配

布しました。 

・児童虐待防止マニュアルを学

校、保育園、児童館等、関係

機関へ配布し、虐待防止に向

けた啓発を行う。 

・虐待防止講演会やすみだま

つり等でオレンジリボンキャンペ

ーンを実施し広く虐待予防を

周知する。 

 

・移転に伴い児童虐待

防止リーフレットを作成し

ました。 

・すみだまつり虐待防止

啓発グッズ配布 

・虐待防止講演会(12 月) 

オレンジリボンキャンペ-ン 

・ひきふね図書館パネル

展（９月）を実施し広く

虐待予防を周知しまし

た。 

 

 A A 

１０１ 

社会的養護推進

のための啓発強化           

【子育て支援総

合センター】 

※令和４年度よ

り、子育て政策課

から子育て支援

総合センターに所

管変更 

子どもを社会全体

で養護していくた

め、養育里親に関

する啓発を実施し

て里親の増加を図

る。 

東京都江東児童相談所

と連携し、虐待防止に関

する講演会の開催や関連

イベントの機会を捉えた啓

発に取組みます。 

養育家庭体験発表会 

・江東児童相談所との共催

(11月18日) 

１回 60名 

各種事業イベントでの啓発 

すみだまつり （10月6・7

日） 

養育家庭体験発表会 

・江東児童相談所との共催 

養育家庭パネル展 

・区役所アトリウム 

・ひきふね図書館 

すみだまつりへの出展 

各種イベントでの啓発 

養育家庭体験発表会 

・江東児童相談所との共

催（11月9日） 

1 回 26 名 

養育家庭パネル展 

・区役所アトリウム 

10/7～9 

・ひきふね図書館 

 9/19～10/17 

 

A A 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（３）さまざまなサポートが必要な子どもとその家庭への支援  

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１０２ 

周産期保健医療

ネットワークシステ

ムの運営         

【健康推進課】 

地域の周産期医

療機関相互のネッ

トワークシステムの

連携強化を図り、

虐待の危険性が

高い母子への早期

の対応を図る。 

周産期医療を取り扱う近

隣の医療機関及び助産

院と「周産期保健医療ネッ

トワーク会議」を開催し、虐

待ハイリスク母子の把握に

努め、情報交換及び今後

の連携についての検討を行

います。 

 

8医療機関参加 周産期保健医療ネットワーク

会議 令和7年1月開催予定 

周産期保健医療ネットワ

ーク会議 令和7年3月

開催 

A A 

１０３ 

産後ケア事業              

【健康推進課】 

母親の身体的回

復と心理的 な安

定を促進し、母親

自身がセルフケア

能力を育み、母子

とその家族が健や

かな育児をできる

よう支援する。 

【宿泊型産後ケア】母子を

病院などの施設に宿泊さ

せ、ケアを行います。（対

象：産後4か月未満の母

子） 

【訪問型乳房ケア】助産師

が自宅を訪問して、相談・

助 言 を 行 い ま す 。 （ 対

象：産後1年未満の母

子） 

【外来型乳房ケア】医療機

関・助産院等の外来（日

帰り）で助産師による授

乳指導・乳房ケア等を受け

ることができます。（対

象：産後1年未満の母

子） 

 

＿ 

継続して実施します。 

・宿泊型 830 日 

・日帰り型 265 回 

・外来型 662 回 

・訪問型 505 回 

 

・宿泊型 1,341 日 

・日帰り型 327 回 

・外来型 842 回 

・訪問型 426回 

A A 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（３）さまざまなサポートが必要な子どもとその家庭への支援  

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１０４ 

ショートステイ            

【子育て支援総

合センター】 

一時的に家庭での

子どもの養育が困

難になったとき等

に、子どもを預かる

ことで、家族の精

神的・身体的な子

育て負担の軽減を

図る。 

【子どもショートステイ】 

保護者の出産、疾病、事

故、育児不安などの理由

により、一時的に家庭で子

どもを養育することが困難

になったとき、区が委託する

乳児院や区内の協力家

庭で短期間（７日間程

度）子どもを預かります。 

【要支援家庭を対象とした

ショートステイ】 

当該家庭への支援プログラ

ムに基づき、乳児院等の

実施施設で児童の養育、

生活指導等を行い、関係

機関等と連携して保護者

への支援を行うことで、虐

待防止につなげます。 

 

利用日数 延５件 

利用日数 延20日３時間 

継続して事業を実施することで

様々な事情で困難な状況にあ

る保護者の子育て支援を図り

ます。 

延件数 

・二葉乳児院  ２２件 

・向島学園     １件 

・協力家庭   ７７件 

 

延日数 

・二葉乳児院  ７１日 

・向島学園      ２日 

・協力家庭  ２２９日 

A A 

１０５ 

養育支援訪問事

業                  

【子育て支援総

合センター】 

家族の状況等さま

ざまな原因で子ど

もの養育が困難に

なっている家庭に

適切な養育支援

を行うことで、保護

者が安心して子ど

もを養育できる環

境を整える。 

 

母子保健事業等との連携

の下、要支援家庭及び要

保護家庭を訪問し、相

談・指導、育児援助、家

事援助等を行うことで、抱

えている問題の解決、軽

減を図ります。 

・専門的相談支援  6件 

24日 

・家事支援  1件 19日 

・育児支援  5件 64日 

要支援家庭及び要保護家庭

を訪問し、個別設定した目標

に基づき、適切な養育支援を

行うことにより、保護者が安心

して子どもを養育することができ

る支援を図ります。 

・専門的相談支援 

８件 ３２日 

・家事支援  

０件  ０日 

・育児支援 

８件 ８８日 

A A 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（３）さまざまなサポートが必要な子どもとその家庭への支援  

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１０６ 

いじめ・不登校防

止対策事業                    

【庶務課】 

保護者、地域、事

業者等の連携の

下、地域社会全

体 で い じ め の 防

止、早期発見、早

期対応の取組を

強化する。 

「墨田区いじめ防止推進

条例」に基づき策定した、

いじめ防止対策基本方針

やプログラムを推進するた

め、学校、教育委員会、

児童相談所、法務局、警

察その他の関係者による

協議会を開催し、連携を

強化します。 

墨田区いじめ問題対策協議

会を、平成３１年１月３１

日に開催しました。その中で、

いじめについての現状、課題

及び対策について議論し、情

報共有することで相互の連

携強化を図りました。 

 

「墨田区いじめ防止推進条

例」に基づき策定した、いじめ

防止対策基本方針やプログラ

ムを推進するため、学校、教育

委員会、児童相談所、法務

局、警察その他の関係者によ

る墨田区いじめ問題対策協議

会を開催し、連携を強化しま

す。 

墨田区いじめ問題対策

協議会を、令和７年１

月２９日に開催しまし

た。その中で、いじめにつ

いての現状、課題及び対

策について意見交換し、

情報共有することで相互

の連携強化を図りまし

た。 

 

Ａ A 

１０７ 

スクールカウンセラ

ーの配置                    

【指導室】 

学校内の教育相

談体制等を充実さ

せ、いじめや不登

校 等 の 未 然 防

止、改善・解決を

図る。 

全ての小中学校にスクール

カウンセラーを配置し、相

談体制の充実を図ります。 

小学校23校、中学校10校

にスクールカウンセラーを配置

し、児童・生徒、保護者、教

職員に対して様々なカウンセ

リングを行いました。 

全ての小中学校にスクールカウ

ンセラーを配置し、相談体制の

充実を図ります。 

全ての小中学校にスクー

ルカウンセラーを配置し、

児童・生徒、保護者、教

職員に対して様々なカウ

ンセリングを行いました。 

また、教員対象の各種

研修会において、スクール

カウンセラーとの連携・活

用について周知しました。 

 

A A 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（３）さまざまなサポートが必要な子どもとその家庭への支援  

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１０８ 

スクールサポート事

業                        

【指導室】 

学校・家庭・関係

機関の連携の下、

不登校や課題の

ある児童・生徒へ

の支援や、保護者

及び学校 へ の援

助に取組む。 

すみだスクールサポートセン

ターに派遣指導員を配置

し、不登校や課題のある

児童・生徒への学習指

導、生活指導、教育相談

等の支援と、保護者及び

学校への援助を実施しま

す。また、スクールソーシャ

ルワーカーを配置し、関係

機関と連携を強化した対

応ができる体制をつくりま

す。 

サポート学級、ステップ学級

通級のための面接を行い、通

級希望の振り分けを行った。

また相談窓口としていじめ相

談の受付を24時間体制で

行っています。スクールソーシ

ャルワーカーを配置し、関係

機関と連携を行い、児童・生

徒の支援を行いました。 

年間相談件数1042件 サ

ポート学級対応延べ人数 

小学校120名、中学校520

名  

 

相談環境の充実を図り、不登

校や課題のある児童・生徒へ

の支援に務め、保護者及び学

校への援助を行います。また、

相談内容に応じて、サポート学

級やステップ学級など、適切な

関係機関へつなげていきます。 

サポート学級に通級した

小学校児童は23名、中

学 校 生 徒 は 15 名 で し

た。 

※令和6年11月にステッ

プ学級とサポート学級は

統合し、教育支援センタ

ーとして事業を行っていま

す。（教育センター） 

 

A A 

１０９ 

ステップ学級                            

【指導室】 

長期間学校を欠

席している児童・

生徒に対し、相談

活動や学習指導

を行い、学校への

復帰をめざす。 

さまざまな理由により、長

期間学校を欠席している

児童・生徒に対して、学習

や体験活動を通して指

導、支援を行います。 

長期欠席をしている児童・生

徒が学習や体験活動、集団

活動を通し、学校復帰につ

なげました。 

通級児童・生徒の概要 

小学生２名、中学生37名 

中学3年生21名中、進学

先決定19名 

様々な理由により、長期間学

校を欠席している児童・生徒に

対して、学習や体験活動を通

して丁寧な指導、支援を行い

ます。 

ステップ学級に通級した

小学校児童は7名、中

学 校 生 徒 は 24 名 で し

た。 

個 別 の 学 習 支 援 に 加

え、グループ活動やオンラ

インなどを活用した大学

生との交流などを実施し

ました。 

※令和6年度11月にス

テップ学級とサポート学級

は統合し、教育支援セン

ターとして事業を行ってい

ます。（教育センター） 

A A 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（３）さまざまなサポートが必要な子どもとその家庭への支援  

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１１０ 

教育相談事業                       

【すみだ教育研究

所】 

子どもたちに関わる

諸問題を早期改

善・解決すること

で、子どもたちの健

やかな育ちを支援

する。 

教育相談室を開設し、教

育上の諸問題、親子間の

問題、子ども自身の悩み

事について、臨床心理士

等が面接や電話等で相談

対応します。 

相談登録数 190件 

相談終結数 93件 

（継続97件） 

親子電話  92件 

ヤングテレフォン 11件 

幼児・児童・生徒の教育上の

諸問題についての相談に応じ、

その解決のための助言や支援

を行います。 

個別事案相談について、

臨 床 心 理 士 が 適 切 に 

対応しました。 

相談登録数 211件 

相談終結数 66件 

（継続145件） 

電話相談  140件 

 

A A 

１１１ 

医療的ケア児に

関する庁内連絡

会議の運営            

【障害者福祉課】 

医療的ケアが必要

な子どもを地域全

体で支援していくた

め の 環 境 を 整 え

る。 

区の関係部署からなる庁

内連絡会議を運営し、必

要な情報共有、連絡調整

等を行うことで、必要な支

援を円滑に受けることがで

きるよう、保健、医療、福

祉、教育等の関係機関の

連携を推進します。 

 

 

 

― 

引き続き、庁内連携会議及び

協議会を実施し、関係機関等

の連携を推進していきます。 

庁内連携会議：1回実

施 

協議会：１回実施 

A A 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（３）さまざまなサポートが必要な子どもとその家庭への支援  

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１１２ 

医療的ケア児の

受入対策         

【子育て政策課、

子ども施設課、学

務課】 

医療的ケアが必要

な子どもを、教育・

保育施設で安全

に受け入れるため

に必要な条件を整

理する。 

幼稚園、保育園、小学

校、中学校等にいたるま

で、受入が可能な医療的

ケア児を継続的に支援す

るために必要な人員体

制、施設環境等について、

調査・検討を行います。 

庁内関係部署による検討会

を複数回開催します。 

 

・区立幼稚園 0人 

 

【子育て政策課】 

（学童クラブ） 

利用想定見込数に合わせて、

施設側の受入れ体制の整備

を進め、利用できる学童クラブ

数を拡充します。 

 

【子ども施設課】 

居宅訪問型保育事業の安定

した運営を継続します。また、

保育施設等での受け入れに係

る必要な人員体制及び施設

環境については、引き続き検

討を進めて行きます。 

 

【学務課】 

（区立幼稚園、小・中学校） 

看護師巡回相談、業務委託

など受入れの条件整備を進め

ていきます。 

【子育て政策課】 

令和４年度から受入れ

ができるよう体制を整備

しました。 

 

 

【子ども施設課】 

居宅訪問型保育事業の

安定した運営ができまし

た。また、公立の受け入

れ園における看護師の複

数配置など人員体制を

整備しました。 

 

 

 

【学務課】 

看護師業務委託を実施

しました。 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（３）さまざまなサポートが必要な子どもとその家庭への支援  

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１１３ 

重症心身障害児

（者）等介護者

支援事業             

【障害者福祉課】 

医療的ケアが必要

な重症心身障害

児（者）等の家

庭や特別支援学

校に看護師等を

派遣し、家族等に

代わってケアを行う

ことで、家族等の

休息・就労等支

援を図る。 

区内に住所があり、在宅で

家族等の介護を受けなが

ら生活していて、日常的に

訪問看護で医療的ケアを

受けている上で、一定の要

件を満たす方を対象に、そ

の家庭や特別支援学校に

看護師等を派遣し、一定

時間、家族等に代わってケ

アを行うことで、家族等の

休息・就労等支援を図り

ます。 

認定者   １２名 

延べ利用回数 ６８回 

継続して実施します。 認定者   ２５名 

延べ利用回数３１３回 

A A 

１１４ 

外国籍等児童・

生徒への支援                    

【指導室】 

帰国・外国人児

童・生徒への対応

として、日本語初

期指導、学校生

活への適応等、個

に応じた学習支援

の充実を図る。 

「すみだ国際学習センター」

を拠点校とした通級等の

学習支援を中心に、必要

に応じて日本語教室の設

置、日本語指導の教師の

配置に取組みます。 

外国につながる児童生徒の

ために、通訳派遣やすみだ国

際学習センターの通室等学

習支援を図りました。 

外国につながる児童が中学

校に入学する際に、小学校

での学習状況を確認できる

シートを作成しました。 

外国につながる児童生徒のた

めに、通訳派遣やすみだ国際

学習センターの通室等学習支

援を図ります。 

外国につながる児童が中学校

に入学する際に、小学校での

学習状況を確認できる引継ぎ

シートの作成を継続します。 

外国人児童・生徒等に対して

適 切 な 支 援 を 行う た めに 、

DLA の実施を普及させます。 

外国につながる児童生徒

のために、通訳派遣やす

みだ国際学習センターの

通室等学習支援を図り

ました。 

外国につながる児童が中

学校に入学する際に、小

学校での学習状況を確

認できる引継ぎシートを

今年度も作成し、活用し

ました。 

 

Ａ A 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（３）さまざまなサポートが必要な子どもとその家庭への支援  

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１１５ 

思春期相談                        

【健康推進課】 

思春期特有の問

題について、本人・

家族・関係者を対

象に相談及び援

助を行い、本人や

家族の孤立を防

ぎ、問題の明確化

と解決を図る。 

 

学齢期から青年期におい

て生じる、夜型生活などの

不規則な生活、過剰なダ

イエット、引きこもり、不登

校、思春期のうつ、自傷行

為、暴力、発達の心配等

の相談に応じます。 

区民及び関係機関への周知

を図り、各事業の充実を図り

ました。 

・相談回数 

24回33人 

・思春期講演会 

1回15人 

継続して実施します。 

・相談回数 24回／年 

・思春期講演会 1回 

・相談回数 

 24回 28人 

・思春期講演会 

１回 申し込み100名 

    視聴回数182回 

A A 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（３）さまざまなサポートが必要な子どもとその家庭への支援  

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１１６ 

子どもの学習・生

活支援事業                    

【地域福祉課】 

 

（計画策定時事

業名：生活困窮

者 学 習 支 援 事

業） 

 

※令和４年度か

ら、生活福祉課か

ら厚生課（地域

福祉課）に所管

変更 

生活困窮者世帯

の子どもに対し学

習支援・生活支

援を実施すること

により、貧困の連

鎖の防止を図る。 

ひとり親家庭の小中学生

を対象にした長期休み期

間中の学習会、生活困窮

世帯の中学生高校生を対

象にした通年の学習会を

実施し、参加世帯の生活

習慣・育成環境の改善と、

教育及び就労に関する支

援を強化します。 

(1)通年事業：生活保護受

給世帯を含む生活困窮世

帯の中学 1 年生から高校 1

年生までの子どもを対象に、

学習会を実施しました。 

(2)長期休み中の宿題サポ

ート・食事提供事：ひとり親

世帯を中心とする生活困窮

世帯の小学4年生から中学

3年生までの子ども対象に、

昼食付の学習会を実施しま

した。 

 

《実績》 

(1)北部・南部・家庭教師型

合計：54 名 

50 回×2 会場 

（台風による休校 1 回） 

合計 99 回 

(2)北部・南部合計：49 名 

15 回×2 会場 

合計30回 

 

継続実施 (1)通年事業：生活保

護受給世帯を含む生活

困窮世帯の中学 1 年生

から高校 1 年生までの子

どもを対象に、北部及び

南部２会場で学習会を

実施しました。 

参加人数：46 人 

実施会場：2 実施回数

合計 106 回（イベント

含む） 

(2）長期休み中の宿題

サポート・食事提供事

業：ひとり親世帯を中心

とする生活困窮世帯の

小学 4 年生から中学 3

年生までの子ども対象

に、昼食付の学習会を

実施しました。 

参加者数：92人 

実施会場：3 実施回数

合計 45 回 

A Ａ 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（３）さまざまなサポートが必要な子どもとその家庭への支援  

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１１７ 

児童手当                           

【子育て支援課】 

子ども・子育て支

援の適切な実施を

図るため、児童を

養育している保護

者に手当を支給す

ることにより、家庭

等の生活の安定に

寄与するとともに、

次代の社会を担う

児童の健やかな成

長に資することを

目的とする。 

高校生年代までの児童を

養育している方に手当を

支給します。 

受給児童数 

 28,764人 

 

法改正を含めた制度の周知を

図り、事業を着実に進めます。 

受給児童数 

31,971人 

Ａ Ａ 

１１８ 

私立幼稚園等園

児の保護者への

助成               

【子ども施設課】 

私立幼稚園等に

在籍する幼児の保

護者の負担軽減

及び幼児教育の

振 興 と 充 実 を 図

る。 

 

子ども・子育て支援新制

度に移行していない私立

幼稚園等へ入園し、保育

料と入園料を納入した園

児の保護者に保育料と入

園料の一部を補助すること

で、公私格差を是正し、

保護者の経済的負担を軽

減します。 

 

・就園奨励事業 

948人 

・保護者負担軽減補助事業 

1,390人 

継続して施設等利用費及び

保護者負担軽減補助事業を

実施します。 

・施設等利用費 

9,581人 

・保護者負担軽減補助事業 

905人 

Ａ A 

１１９ 

認証保育所保育

料負担軽減補助

事業               

【子ども施設課】 

認証保育所に入

所している児童の

保護者の負担を

軽減し、児童福祉

の充実を図る。 

認証保育所に支払ってい

る保育料と、認可保育所

に在園した場合の保育料

との差額を基準として、保

護者に対して補助金を助

成します。 

 

補 助 金 交 付 数 （ 延 べ 人

数） 

 合計  3,228人 

継続して認証保育所保育料

負担軽減助成金補助事業を

実施します。 

補助金交付数（延べ人

数） 

 合計 1,733人 

A A 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（３）さまざまなサポートが必要な子どもとその家庭への支援  

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１２０ 

国民年金保険料

の産前産後期間

の免除制度             

【国保年金課】 

出産前後の国民

年金保険料を免

除し、次世代育成

支援を図る。 

国民年金第１号被保険

者について、出産予定日

又は出産日が属する月の

前月から４か月間の国民

年金保険料を免除し、当

該期間を保険料納付済

期間とします。 

 

― 

次世代育成支援の観点から、

出産前後の一定期間の国民

年金保険料を免除する制度の

充実を図ります。 

申請件数 48件 

【内訳】 

窓口受付 45件 

郵送受付  3件 

Ａ A 

１２１ 

就学援助                              

【学務課】 

保護者の経済的

な負担軽減を図

り、経済的な状況

に関わらず安心し

て就学できる環境

を整え、すべての

児童・生徒の義務

教育のより円滑な

実施をめざす。 

 

経済的理由により就学困

難と認められる児童・生徒

の保護者を対象に、学用

品費等の学校でかかる費

用の一部を援助します。 

【小学校】 

児童生徒数 9,969 人 

認定者数 1,977 人 

認定率 19.83% 

【中学校】 

児童生徒数 3,936 人 

認定者数 1,167 人 

認定率 29.65% 

継続して実施します。 【小学校】 

児 童 生 徒 数  10,466

人 

認定者数 1,452 人 

認定率 13.87% 

【中学校】（夜中除く） 

児童生徒数 3,988 人 

認定者数 959 人 

認定率 24.05% 

A A 
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基本目標③ 困難が生じた子どもと親への支援体制を手厚くします 

方向性（３）さまざまなサポートが必要な子どもとその家庭への支援  

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１２２ 

受験生チャレンジ

支援貸付事業                    

【地域福祉課】 

中学生や高校生

の進学に要する保

護者の費用負担

を軽減し、進学の

機会均等を図る。 

中学３年生、高校３年

生の進学を支援するため、

一定所得以下の世帯の

保護者の方に対し高校・

大学等の受験料、学習塾

等の費用を貸付けます。な

お、貸付け対象である学

校へ入学した場合などには

返済が免除されます。 

(貸付限度額) 

・ 中 3 、 高 3 塾 代 貸 付 額 

200,000円 

・ 中 3 受 験 料 貸 付 額    

27,400円 

・ 高 3 受 験 料 貸 付 額    

80,000円 

(貸付実績) 

中3塾代貸付 106件  高

3塾代貸付26件 

中 3 受 験 料 貸 付 97 件   

高3受験料貸付44件 

        合計 273件 

 

（貸付限度額） 

・中３.高３塾代貸付額 

200,000円 

・中３受験料貸付額 

27,400円 

・高３受験料貸付額 

        80,000円 

（貸付実績） 

中３塾代貸付   98

件 

高３塾代貸付   42

件 

中３受験料貸付104件 

高３受験料貸付 62件 

 

     合計 306件 

A Ａ 

１２３ 

墨田区私立高等

学校等入学資金

貸付事業                

【地域福祉課】 

私立高等学校等

への進学に関し、

必要な入学金の

調達が困難な保

護者に、これらの

資金を貸付け、進

学の機会均等を

図る。 

金融機関等からの借り入

れができず、入学金等の確

保が困難な保護者の方

に、私立高等学校又は高

等専門学校への入学に必

要な入学金、施設費等

を、入学者一人につき５

０万円を限度に貸付けま

す。 

 

０件（０円） 

※他施策優先で類似の貸

付事業もあるため、貸付実

績がありませんでした。 

チラシ、区報での周知を行い、

適切に事業を実施していくとと

もに、保護者の相談に応じな

がら、他制度へつないでいくなど

の対応もしていきます。 

０件（０円） 

※チラシ、区報などで周

知を行い、保護者からの

相談にも応じましたが、他

施策優先で類似の貸付

事業もあるため、貸付実

績はありませんでした。 

A A 
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基本目標④ 地域の子育て力と支えあいを強化します 

方向性（１）地域の子育て力の育成と協働     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１２４ 

地域子育てネット

ワークの構築  

【子育て支援総合

センター】 

地域子育て支援拠点

のネットワーク会議を

開催し、子育ての地

域拠点としての機能の

強化を図る。 

両国・文花子育てひろばを

中心に、地域子育て支援拠

点である児童館のネットワー

ク会議を開催し、社会資源

研修をはじめとする人材育成

や事例研究に取組みます。 

 

子育て支援ネットワーク化

会議 

2回 開催 

参加人数 24人 

社会資源研修を実施

し、研修参加者同士

の交流を進めることで

ネットワーク化につなげ

ていきます。 

子育て支援ネットワーク化

会議については、開催を見

送りました。 

その他 A 

１２５ 

すみだ子育て支援

ネット「はぐ」 

【子育て支援総合

センター】 

地域の子育て支援人

材との協力体制を整

え、訪問型の保育事

業を実施する。 

子どもの病気、保護者の産

後の心身回復、急な出張等

さまざまな理由により一時的

な保育が必要となった家庭を

対象に、区が養成・認定した

子育てサポーター又は病後

児サポーターが利用者の自

宅を訪問して保育を実施し

ます。 

・登録件数 361件 

・利用件数 

在宅子育てママ救急ショー

トサポート 948件 

病後児（軽症病児）保

育      570件 

緊急預かり                     

604件 

療育タイムサポート            

68件  

エ ン ジ ェ ル サ ポ ー ト             

42件 

在宅子育て支援サー

ビスの整理・統合等に

ついて検討しつつ、引

き続き継続して実施し

ます。 

・登録件数 293件 

・利用件数 

在宅子育てママ救急シ

ョートサポート 

711件 

病後児（軽症病児）

保育 

700件 

緊急預かり 

446件 

療育タイムサポート 

0件（＊1） 

エンジェルサポート 

0件（＊2） 

多胎児家庭サポート 

0件（＊2） 

＊1 令和5年10月から

「緊急預かり」に統合 

＊2 令和5年10月から

「家事・育児サポーター事

業」に移行 

 

A A 



 

66 

 

基本目標④ 地域の子育て力と支えあいを強化します 

方向性（１）地域の子育て力の育成と協働     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１２６ 

ファミリー・サポート・

センター事業 

【子育て支援総合

センター】 

区民の自主的な相互

援助活動を推進し、

地域における子育て

支援環境の充実を図

る。 

子育ての手助けを必要とす

る方と子育てのお手伝いがで

きる方をつなぐ会員組織「す

みだファミリー・サポート・センタ

ー」を運営し、保育園・幼稚

園・学童クラブ等の送迎、一

時的な保育等の相互援助

活動を支援します。 

 

１か所で実施 

・ファミリー会員 1,025人 

・サポート会員  156人 

・両方会員     10人 

・活動件数   4,395人 

サポート会員養成集

中講座の休日開催や

託児等、受講しやすい

環境整備を行い、サポ

ート会員の増加を図り

ます。 

１か所で実施 

・ファミリー会員853人 

・サポート会員189人 

・両方会員    3人 

・活動件数3,540件 

A A 

１２７ 

学校運営連絡協

議会の設置と運営                   

【指導室】 

学校（園）と家庭・

地域との連携を強化

し、幼稚園・小中学

校の 教育活 動 の改

善・充実を図る。 

全幼稚園・小中学校に学校

運営連絡協議会を設置し、

年３回以上の協議会を実

施して、開かれた学校づくりを

推進します。また、地域人材

を活用した教育活動等の連

携推進を図ります。 

全区立小中学校・幼稚園

で学校運営連絡協議会を

設置し、年間3回以上実

施しました。 

全幼稚園・小中学校

に学校運営連絡協議

会を設置し、年３回

以上の協議会を実施

して、開かれた学校づく

りを推進していきます。 

また、国型コミュニティ・

スクールへの移行に向

けて、更に小学校１

校、中学校１校令和

６年度10月よりモデル

校に指定します。 

管理職・教員用のコミ

ュニティ・スクール実施

の手引の作成を行いま

す。 

 

全幼稚園・小中学校に学

校運営連絡協議会を設

置し、年３回以上協議会

を実施しました。 

国型コミュニティ・スクールへ

の移行に向けて、令和６

年 10 月に小学校１校、

中学校 2 校をそれぞれモデ

ル校に指定しました。 

コミュニティ・スクール検討

委員会を設置し、モデル校

の取組状況について、情

報共有を行いました。 

A A 
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基本目標④ 地域の子育て力と支えあいを強化します 

方向性（１）地域の子育て力の育成と協働     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１２８ 

学校支援ネットワ

ーク事業                 

【地域教育支援

課】 

学校・家庭・地域が

一体となって地域ぐる

みで子育てを行う体

制を整備することで、

より良い教育環境づく

りを推進する。 

学校と地域の人材をつなぐ

地域コーディネーターを配置

し、学校とボランティア、ボラン

ティア間の連絡調整、ボラン

ティアの活動支援を行いま

す。学校のニーズを把握し、

企業、地域住民等の外部

講師を活用して、出前授業

による学校支援活動を実施

します。 

地域人材などの外部講師

派遣の件数が、30 年度は

1,070 名、事業開始年

度（平成 21 年度）の

6.5 倍、実施学校数が延

べ291校となり21年度比

で 10.0 倍になりました。 

27年度から継続して、30

年度も引き続き、事業の

一部を NPO 法人に委託

し、学校と地域人材の連

絡調整を的確に行いまし

た。 

継続して実施します。 実施件数：258 件 

派遣講師数：1,032 名 

参 加 児 童 ・ 生 徒 数 ：

23,327名 

A A 

１２９ 

若手人材育成事

業                      

【 地 域 活動 推 進

課】 

地域課題解決の取

組を支援するため、地

域に愛着と関心を持

ち、地域力向上に資

する人材の育成を行

う。 

中学生以上の若い世代を対

象に、町会・自治会のイベン

ト等への参加を通して地域

活動を行っている区民との交

流を促し、人と人とのつながり

の中で、地域や地域コミュニ

ティについて学ぶ機会を設け

ます。 

 

平成30年度は区内在学

または在住の中学生を対

象に、北斎の魅力や北斎

美術館のトリビア等を学ぶ

ワークショップ（全４日）

を実施し、参加者は14名

でした。 

 

 

― 

 

 

― 

その他 

事業終了のた

め。 

 

その他 

事業終了のため。 
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基本目標④ 地域の子育て力と支えあいを強化します 

方向性（１）地域の子育て力の育成と協働     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１３０ 

子ども会活性化事

業                     

【 地 域 教育 支 援

課】 

子ども会の小規模化

や育成者不足を補

い、子ども会を活性化

する。 

子ども会活性化事業実行委

員会に対し補助金を交付し

て、育成者研修会、少年キ

ャンプ、各種大会等への事

業支援を行うことで、区内子

ども会の活性化を促します。 

墨田区少年団体連合会

加盟団体数 

76団体 

継続して実施します。 墨田区少年団体連合会

加盟団体数  

69 団体 

レクリエーション大会や育成

者研修会等を継続して実

施した。また、新型コロナウ

イルス感染症の影響により

過去数年間中止していた

少年キャンプを再開しまし

た。夏期キャンプは台風の

ため中止となったが、冬期

キャンプは予定通り実施し

ました。 

 

A A 

１３１ 

少年団体の育成                       

【 地 域 教育 支 援

課】 

地域での体験活動の

活性化により、子ども

たちが豊かな人間性

や社会性を身につける

ことのできる環境を整

える。 

墨田区少年団体連合会へ

の支援として、総会の開催

や、ジュニア・リーダー研修会

を共催により実施します。ジ

ュニア・リーダー研修会では、

子ども会活動をより楽しくする

ためのプログラム立案やレクリ

エーション指導をするお兄さ

ん・お姉さんリーダーの養成に

取組みます。 

・研修生数 66人 

・研修会実施 11回 

・指導実習 6回 

継続して実施します。 研修生 52名 

研修会 12回 

A A 
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基本目標④ 地域の子育て力と支えあいを強化します 

方向性（１）地域の子育て力の育成と協働     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１３２ 

青少年委員活動                       

【 地 域 教育 支 援

課】 

学校支援を中心に青

少年健全育成の振

興に努め、学校や地

域のパイプ役となる青

少 年 委 員を 委 嘱 す

る。 

各区立小学校長及び墨田

区少年団体連合会長の推

薦により、教育委員会が非

常勤の特別職として青少年

委員を委嘱し、開かれた学

校づくり、青少年団体の育

成、官公署・学校・青少年

関係団体との連絡調整、青

少年の余暇指導などに取組

み、青少年教育の振興を図

ります。 

 

30・31 年度任期委員 

26人 

継続して実施します。 令和６・７年度任期委員 

26人 

A A 

１３３ 

民生委員・児童委

員活動                     

【地域福祉課】 

地域に暮らす身近な

相談役として、地域と

行政をつなぐパイプ役

となる民生委員・児童

委員を委嘱する。 

厚生労働大臣から委嘱され

た民生委員・児童委員に、

学校や地域の相談役となっ

てもらい、地域と行政をつなぐ

活動をします。 

地区連絡協議会(児童委

員・児童相談所・学校・子

育て総合センター)を8/7に

開催して、四者が地域の

子どもたちの情報を共有し

て、課題解決のための検

討を行いました。 

令和６年度は８月に

地区連絡協議会を予

定しており、基調講演

は「ゲームやスマホと上

手くつきあえない子ども

たち」という内容で実施

します。 

地区連絡協議会(児童委

員・児童相談所・学校・子

育て総合センター)を8/7に

開催して、四者が地域の

子どもたちの情報を共有し

て、課題解決のための検

討を行いました。 

・基調講演 

「ゲームやスマホと上手くつ

きあえない子どもたち」 

・分散会 

「親と子の未来をつなごう 

すみだの子育て」 

・参加者 

81名 

 

A A 
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基本目標④ 地域の子育て力と支えあいを強化します 

方向性（１）地域の子育て力の育成と協働     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１３４ 

高齢者とのコミュニ

ケーション（講演

会等）事業            

【指導室】 

地域の高齢者による

講演会等を行い、子

どもたちが人間としての

生き方を学ぶ機会を

提供する。 

総合的な学習の時間を活

用して、さまざまな教科・領

域等で地域の方をゲストティ

ーチャーとして招き、具体的

に地域のことや子どもたちに

対する期待を語っていただく

講演会等を行います。 

総合的な学習の時間を活

用して、さまざまな教科・領

域等で地域の方をゲストテ

ィーチャーとして招き、具体

的に地域のことや子どもた

ちに対する期待を語ってい

ただく講演会等を行いまし

た。 

総合的な学習の時間

や様々な教科・領域

等で地域の方をゲスト

ティーチャーとして招き、

具体的に地域の昔の

ことや子どもたちに対す

る期待等の講演会等

を行います。 

総合的な学習の時間や

様々な教科・領域等で学

校の実態に応じて地域の

方をゲストティーチャーとして

招き、昔あそびや地域の昔

の様子などについて指導い

ただきました。 

A A 

１３５ 

次代に継ぐ平和の

かたりべ事業                

【高齢者福祉課】 

戦争や関東大震災な

どの過去の大災禍を

語り継ぎ、子どもたち

に昔の暮らしぶりや平

和の尊さを伝える。 

過去の経験や記憶を風化さ

せることなくつないでいくため、

平和のかたりべ事業を実施

する墨田区老人クラブ連合

会に助成金を交付し、今後

も継続して取組みます。 

 

・かたりべ事業12小学校

等 

・児童との交流 6地区 

各小学校長に PR 予

定。 

各小学校からの要望

に応じて、かたりべを派

遣する。また、戦争体

験の証言記録をＤＶ

Ｄにし、要望があれば

貸出を行う。 

・かたりべ派遣１件 

・DVD 貸出し１件 

 

その他 その他 

各小学校からの要望に応じて、か

たりべを派遣しているが、要望が

減少している。また、戦争体験者

の高齢化に伴い、かたりべの数が

減少しており、次代に継ぐことが困

難となってきている。 

１３６ 

シニア人材バンク

事業                     

【高齢者福祉課】 

地域における高齢者

と児童の交流ふれあい

事業を展開し、子ども

たちに楽しい時間を提

供し、高齢者の生きが

いづくりにつなげる。 

シニア人材バンクに登録して

いるボランティアの方々が、読

み聞かせを通じて子どもたちと

交流したり、子育て世帯の

育児相談に応じたりすること

で、豊かな経験を活かした世

代間交流を行っています。 

 

子育てひろば（月 1 回）

で昔遊びの指導等を実施

しました。 

 

子 育 て ひろば に おい

て、昔遊びや絵本の読

み聞かせ等を通じ、高

齢者と子どもの交流を

図ります。 

 

新型コロナウイルスの感染

拡大防止のため、中止しま

した。 

その他 その他 

新型コロナウイルスの感染拡大防

止のため実施できていないため。 
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基本目標④ 地域の子育て力と支えあいを強化します 

方向性（１）地域の子育て力の育成と協働     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１３７ 

ふれあい給食事業                       

【高齢者福祉課】 

地域の高齢者と保育

園児のふれあいを促

し、子どもたちの豊か

な人間性の育成や高

齢者 の孤独 感 の解

消、生きがいづくりにつ

なげる。 

 

給食や生きがい教室などのふ

れあい給食事業を行う私立

保育所等に対し、その経費

の一部を助成することで、円

滑な事業運営を推進しま

す。 

私立保育園５園で実施し

ました。 

新型コロナウイルスの

感染対策を講じたうえ

で再開します。 

回数：２４回 

参加延べ人数：４２２

名 

その他 その他 

新型コロナウイルスの感染拡大防

止のため実施できない期間があっ

たため。 

 

 

 

基本目標④ 地域の子育て力と支えあいを強化します 

方向性（２）企業等の子育て力との協働     

事業名 

事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１３８ 

中学生の職場

体験・保育体

験学習の充実                

【指導室】 

職場体験等を通じ

て、働くことへの関心

や意欲を高め、豊か

な人間性の育成を

図る。 

子どもたちの「働くこと」への

関心、意欲の向上と地域

に対する理解を深めるた

め、全中学校において、区

内事業所での職場体験

学習を実施します。 

子どもたちの「働くこと」への関心、

意欲の向上と地域に対する理解

を深めるため、全中学校におい

て、区内事業所での職場体験

学習を実施しました。 

子どもたちの「働くこと」への

関心、意欲の向上と地域

に対する理解を深めるた

め、全中学校において、職

場体験及び地域人材を招

いての講演会を行います。 

子どもたちの「働くこと」へ

の関心、意欲の向上と

地域に対する理解を深

めるため、全中学校にお

いて、職場体験及び地

域人材を招いての講演

会を行いました。 

Ａ A 
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基本目標④ 地域の子育て力と支えあいを強化します 

方向性（２）企業等の子育て力との協働     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１３９ 

す み だ 探 究 工

房               

【産業振興課】 

（計画策定時

事業名：アウト

オ ブ キ ッ ザ ニ ア 

in すみだ） 

 

子どもたちの好奇心

を刺激し、想像し創

造する力を育てるも

のづくり体験などを通

じて、子どもの職人

体験の機会を提供

する。 

ものづくりのまちの特性を活

かした、区内事業者との連

携による各工房・工場で

子ども向け探究的学習プ

ログラムの開発、販売を促

進するため、運営協議会

に対し事業経費を補助し

ます。 

アウトオブキッザニア in すみだ 

体験者数 1,146 名 

（通常プログラム597名、教育

旅行549名） 

「すみだ探究工房（子ども

向け探究的学習プログラ

ム）」を開催します。 

 

「探究的学習」をコンセプ

トととして、「すみだ探究

工房」を開催しました。 

※本事業予算は、令和

3年度より「ものづくりプロ

モーション補助金」の補

助事業となっています。 

A A 

「すみだ探究工房（子ども向け探 

 

１４０ 

すみだのはたらき

かた応援マガジ

ンの発行             

【経営支援課】 

区内企業で働く女

性従業員の声を紹

介することで、企業

の魅力を発信し、子

育て世代の女性等

の区内企業への就

労促進を図る。 

区内企業で働く女性従業

員等が自社の魅力を伝え

る冊子を作成し、求職中

の子育て世代の女性等に

配布します。 

「Voice」の作成・配布 1,500

部 

令和元年度に作成した

「Scene」を配布します。 

令和元年度に作成した

「Scene」の配布を行い

ました。 

A A 

１４１ 

就職・仕事カウ

ンセリングルーム

の運営              

【経営支援課】 

求職中の子育て世

代の保護者が、それ

ぞれの適性に応じた

就労ができるよう支

援する。 

個別キャリアカウンセリング

を実施し、就職活動の進

め方から、仕事選び、適性

診断、応募書類の添削や

面接指導等を行い、就職

を支援していきます。また、

心理的な不安をお持ちの

方を対象に、臨床心理士

による相談対応も適宜実

施します。 

・キャリア相談・臨床相談 570

人（延べ） 

 

・就職・キャリア相談 

毎週月～金曜日 

13：00～17：00 

水曜日のみ 

15：00～19：00 

・臨床相談 

毎月第2土曜 

13：00～17：00 

・キャリア相談・臨床相談

473人（延べ） 

A A 
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基本目標④ 地域の子育て力と支えあいを強化します 

方向性（３）子どもが安心して暮らせる環境の整備     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１４２ 

地域防犯対策                            

【庶務課】 

保護者や地域関係

者と連携し、小学校

に通う子どもの安全

を守る。 

「子ども学校安全ボランティア」

について、学校を通じて保護

者、地域関係者に周知、募集

し、登下校時のパトロールや見

守り活動、あいさつ運動などを

行います。 

「子ども学校安全ボランティア」に

ついて、学校を通じて保護者、

地域関係者に周知、募集しまし

た。学校において、ボランティアが

登下校時のパトロールや見守り

活動、あいさつ運動等を行いまし

た。 

「子ども学校安全ボラン

ティア」について、学校を

通じて保護者、地域関

係者に周知、募集しま

す。学校において、ボラン

ティアが登下校時のパト

ロールや見守り活動、あ

いさつ運動等を行いま

す。 

「子ども学校安全ボランテ

ィア」について、学校を通

じて保護者、地域関係

者に周知、募集しまし

た。学校において、ボラン

ティアが登下校時のパトロ

ールや見守り活動、あい

さつ運動等を行いました。 

A A 

１４３ 

防犯パトロールカ

ーの管理運営                 

【安全支援課】 

犯罪発生の抑制と

区民の体感治安の

向上を図る。 

防犯パトロールカー２台を使

用し、子どもの下校時にあわ

せ、毎日１台は午後３時から

午後１１時まで、１台は午後

５時から午前２時までのシフト

で区内巡回を実施します。 

 

 

防犯パトロールカー2台を使用

し、子どもの下校時にあわせ、毎

日1台は午後3時から午後11時

まで、1台は午後5時から翌日午

前2時までのシフトで区内全域を

巡回しました。 

防犯パトロールカーを使

用し、毎日午前９時か

ら翌午前２時まで、区

内を巡回します。 

防犯パトロールカーを使

用し、毎日午前９時から

翌午前２時まで、区内を

巡回しました。 

Ａ Ａ 

１４４ 

子どもの１１０番

事業                

【地域教育支援

課】 

地域の協力の下、

緊急時の子どもの避

難先を確保し、不審

者による犯罪被害を

未然に防ぐとともに、

地域における児童の

安全確保を図る。 

地域の家庭・店舗に協力を依

頼し、子どもたちが身に危険を

感じたときに助けを求めることが

できる環境を整えます。事業協

力者には「すみだこどもの１１

０番」シンボルマーク入りのプレ

ートを配布し、掲示していま

す。 

協力家庭数 3,025件 協力件数を徐々に上げ

ていくことを目指し、継続

して実施します。 

協力件数 1,750 件 

令和元年度にプレートデ

ザインを変更し、既存プレ

ートとの交換をはじめた

が、日中不在の家や転

出等も確認されたため、

より効果的な場所への掲

示を目指して協力先を見

直すこととしました。 

 

Ａ Ａ 
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基本目標④ 地域の子育て力と支えあいを強化します 

方向性（３）子どもが安心して暮らせる環境の整備     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１４５ 

通学路防犯設備

整備事業                      

【庶務課】 

防犯設備の整備に

より、犯罪、交通事

故を抑止し、関係機

関との連携・協力体

制を構築し、通学路

における安全安心の

向上を図る。 

小学校、地域等が行う通学路

における児童の見守り活動を

補完し、児童の安全確保を図

るため、小学校の通学路に設

置した防犯カメラを適切に保守

運用していきます。 

小学校、地域等が行う通学

路における児童の見守り活動を

補完し、児童の安全確保を図る

ため、小学校の通学路に設置し

た防犯カメラを、保守及び運用を

しました。 

小学校、地域等が行

う通学路における児童の

見守り活動を補完し、児

童の安全確保を図るた

め、区内全小学校の通

学路に設置済みの防犯

カメラ124台について、保

守及び運用をします。 

小学校、地域等が行う

通学路における児童の見

守り活動を補完し、児童

の安全確保を図るため、

区内全小学校の通学路

に 設 置 し た 防 犯 カ メ ラ

124台の保守及び運用

をしました。 

 

A A 

１４６ 

防犯ブザーの配布                          

【学務課】 

防犯ブザーの配布に

より、児童の登下校

時の安全確保を図

る。 

区内居住及び墨田区立小学

校に在籍する全児童を対象

に、防犯ブザーを配布します。 

新１年生に配布しました。 区内居住及び区立小

１年全児童への配布を

行います。 

区内居住及び区立小１

年全児童への配布を行

いました。 

A A 

１４７ 

スクールゾーン育

成事業費                   

【土木管理課】 

小学校の通学区域

ごとにスクールゾーン

対策連絡会を設置

し、活動を支援する

ことで、登下校時に

子どもが巻き込まれ

る交通事故を防止

する。 

各小学校からの申請に基づ

き、スクールゾーン地区を指定

し、活動を支援するため補助

金を交付します。また、毎年ス

クールゾーン対策連絡会全体

意見交換会を実施し、指定校

からの要望に基づいて、スクー

ルゾーン内の道路や標識の補

修・整備を行っています。 

・補助金の交付 

平 成 30 年 度 は 、 1 校 に つ き

30,000円を、21校のスクールゾ

ーン対策連絡会へ交付しまし

た。 

・スクールゾーン対策連絡会全体

意見交換会を実施しました。

（平成30年9月14日実施） 

・引き続きスクールゾーン

対策連絡会からの申請

に基づき補助金を交付

します。 

・教育委員会と合同で、

スクールゾーン対策連絡

会・登下校防犯対策連

絡会全体意見交換会を

実施していき、引き続き

児童の通学の安全のた

めに取り組んでいきます。 

・補助金の交付 

令和６年度は、1 校につ

き 30,000 円を上限とし

て、12 校のスクールゾー

ン対策連絡会へ交付しま

した。 

・スクールゾーン対策連絡

会全体意見交換会を実

施しました。（令和６年

11 月 25 日実施） 

A A 
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基本目標④ 地域の子育て力と支えあいを強化します 

方向性（３）子どもが安心して暮らせる環境の整備     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１４８ 

児童の交通安全

教育事業                      

【庶務課】 

児童・生徒等に対

し、生活全般におけ

る交通事故や犯罪

に関する自己防衛

のための力を身につ

けさせる。 

幼稚園・小中学校の園児・児

童・生徒及び保護者を対象

に、交通安全（防犯）教室

を実施し、登下校時の通学路

における安全指導の強化と、

防犯についての指導を行いま

す。 

 

全区 

立幼稚園・小中学校において、

登下校時の通学路等における

安全指導及び防犯指導のため、

交通安全（防犯）教室を実施

しました。 

全区立幼稚園・小中学

校において、交通安全

教室（防犯の内容を含

む。）を実施及び登下

校時の通学路等におけ

る安全指導を行います。 

全区立幼稚園・小中学

校において、交通安全教

室 （ 防 犯 の 内 容 を 含

む。）を実施及び登下

校時の通学路等における

安全指導を行いました。 

A A 

１４９ 

セーフティ教室                           

【指導室】 

関係機関が連携し

ながら、児童・生徒

の非行の防止と犯

罪被害から守るため

の教育を推進する。 

 

学校、家庭、地域社会、関係

機関等が連携して、全小中学

校でセーフティ教室を実施し

て、児童・生徒の健全育成と

犯罪被害防止に取組みます。 

全区立小・中学校で実施しまし

た。 

区立全小・中学校でセ

ーフティ教室を実施して

いきます。 

区立全小・中学校でセー

フティ教室を実施しまし

た。 

A A 

１５０ 

防災教育                              

【指導室】 

平時の地域防災訓

練への参加促進、

大規模災害時の避

難所運営への協力

や応急救命活動の

補助等により、地域

に貢献できる中学生

を育成する。 

 

全ての中学１年生に普通救

命講習を受講させます。また、

地域と連携した防災訓練を実

施します。 

全中学校１年生で実施しまし

た。 

各中学校に依頼し、地域と連携

した防災訓練を実施するようにし

ました。 

全中学校１年生で実施

します。 

各中学校に依頼し、地

域と連携した防災訓練

を実施します。 

10校中10校の１年生

が普通救命講習を受講

しました。 

地域と連携した防災訓

練を実施しました。 

Ａ A 
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基本目標④ 地域の子育て力と支えあいを強化します 

方向性（３）子どもが安心して暮らせる環境の整備     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１５１ 

緊急情報発信メ

ール配信事業                    

【庶務課】 

情報をリアルタイムで

一斉に受信・発信す

ることで、必要な情

報を学校から保護

者に迅速に知らせ、

児童・生徒の安全

確保を図る。 

子どもの安全に係る不審者情

報や事件・事故の発生情報な

どについて、学校等から保護者

の携帯電話やパソコンに一斉

にメール配信します。このシステ

ムを活用して、学校行事の変

更・中止や学級閉鎖などの情

報の配信も行います。 

 

学校連絡情報メールシステム導

入校（園） 

・区立小学校 25校 

・区立中学校 10校 

・区立幼稚園 7園 

・メール配信 1,393件 

・アドレス登録16,952件 

引き続き、令和4年度に

導入した、現在のシステ

ムを活用するとともに、当

該システムのバージョンア

ップを実施し、多様な情

報発信を行っていきま

す。 

区立学校において、活用

が進み、情報配信のみな

らず、欠席連絡も受け付

けることができました。 

A A 

１５２ 

危機情報のメール

配信                      

【安全支援課】 

危機情報を正確か

つ迅速に区民等へ

伝達し、災害時の速

やかな初動体制の

構築や犯罪発生時

に犯罪等に巻き込ま

れることの防止を図

る。 

地震・大雨などの防災情報、

犯罪・不審者当の防犯情報、

その他事故情報を事前に登録

された区民等のメールアドレス

に配信します。 

登録者数 22,664 人 

・防災情報 46 件 

（自動配信 30 件・啓発 16

件） 

・防犯情報 100 件 

・その他事故情報 9件 

地震・大雨などの防災情

報、犯罪・不審者等の

防犯情報、その他事故

情報を事前に登録され

た区民等のメールアドレ

スに配信します。（英

語・中国語（繁体字・

簡体字）・韓国語・やさ

し い 日 本 語 で も 受 信

可） 

登録者数 27,892 人

（累計） 

地震・大雨などの防災情

報を68件、犯罪・不審

者等の防犯情報を293

件、その他事故情報を

34件配信しました。 

Ａ Ａ 
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基本目標⑤ ワーク・ライフ・バランスを踏まえた支援を実施します 

方向性（１）ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境づくりの推進     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和５年度） 

事業実績 

（令和５年度） 

事業評価 

（令和５年度） 

事業計画 

（令和６年度） 目的 具体的内容 

１５３ 

ワーク・ライフ・バラン

ス推進事業 

【すみだ人権同和・

男女共同参画事務

所】 

誰もがともに支えあいながら、

あらゆる分野で平等に参画

する機会が確保され、個性と

能力を発揮できる男女共同

参画社会の実現をめざし、

仕事と生活の両立について

支援する体制を構築する。 

ワーク・ライフ・バランス推進のノ

ウハウが少ない区内事業者の

ため、その意義や方法、関係

法令の情報を提供するなど、ワ

ーク・ライフ・バランスの実現に

向けた啓発活動などを推進し

ていきます。 

・ワーク・ライフ・バランスセミ

ナー 

「女性活躍推進と組織力

向上～女性が活躍する企

業になるために～」 

2日間コース参加者数のべ

69人 

「育休後職場復帰セミナ

ー」参加者数21名 

「いまさら聞けない働き方

改革～まだ間に合う！働

き方改革に向けた企業の

取り組み」（区主催）参

加者数８名 

・男女雇用平等セミナー 

・ワーク・ライフ・バランスセ

ミナー（区主催） 

＊男女雇用平等セミナ

ー・「企業に求められる 

性の多様性への理解と

ハラスメント対応～誰も

が安心して働ける職場を

つくる～」2日間コース参

加者数延べ77人 

・「～働き続けるあなたへ

～女性のヘルスリテラシ

ーを高め、いきいきと働く

ために」２日間コース参

加者数延べ69名 

＊ワーク・ライフ・バランス

セミナー（区主催）「い

まさら聞けない？今から

でも間に合います！～労

働契約の考え方と労働

法改正のきも～」参加

者数16名 

A A 

１５４ 

男性対象講座「す

みだパパスクール」  

【すみだ人権同和・

男女共同参画事務

所】 

男性が、子育てや家庭生

活、地域活動に積極的に関

わることができるよう意識啓

発を行う。 

父親であることを楽しみながら

積極的に育児に取組めるよ

う、様々なテーマでの講座を開

催し、父親同士の交流や父と

子のスキンシップ等に取組みま

す。 

1回（内容の異なる講座

3回で構成） 

「すみだパパスクール」 

参加者数：延65人（う

ち男性42人） 

３回（対面方式で実施

予定） 

 

１回：令和 6 年 11 月

9 日 

2 回：令和 6 年 11 月

16 日 

3 回：令和 6 年 11 月

30 日 

参加者数：延6人 

A A 
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基本目標⑤ ワーク・ライフ・バランスを踏まえた支援を実施します 

方向性（１）ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境づくりの推進     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和５年度） 

事業実績 

（令和５年度） 

事業評価 

（令和５年度） 

事業計画 

（令和６年度） 目的 具体的内容 

１５５ 

男女共同参画に関

する各種啓発の取

組  

【すみだ人権同和・

男女共同参画事務

所】 

子育てを含めたさまざまな性

別役割分担意識を解消し、

一人ひとりが自分らしく生きら

れる社会の実現をめざす。 

男女共同参画情報誌「すずか

け」の発行や、すずかけ大学を

はじめとする各種啓発講座の

開催、家庭・学校・地域におい

て意識啓発に取組むことで社

会全体の男女共同参画に関

する意識を高めます。 

・墨田区男女共同参画情

報誌「すずかけ」 

 13,000部×年度2回発

行 

・すずかけ大学 

 全7回 参加者数：延

299人 

・すずかけ大学（冬季特

別講習） 

 全4回 参加者:延49

人 

 

・墨田区男女共同参画

情報誌「すみなか」 

 13,000部×年度2回

発行 

・共に学ぼう講座 

(通年で全８回を対面

方式で実施予定） 

・墨田区男女共同参画

情報誌「すみなか」 

 13,000部×年度2回

発行 

・共に学ぼう講座 

 全8回１回：令和6

年6月8日、2回：令和

6年6月15日、3回：令

和6年7月6日、(4回：

令和6年12月7日、5

回：令和6年12月21

日、6回：令和7年1月

25日【中止】)、7回：

令和7年2月15日、8

回：令和7年3月8日、

参加者数：延80人 

A A 
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基本目標⑤ ワーク・ライフ・バランスを踏まえた支援を実施します 

方向性（２）子育てを楽しめるまちづくりの推進     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１５６ 

赤ちゃん休けいスポット                    

【子育て支援課】 

赤ちゃんのおむつ替えや

授乳のために気軽に利

用できる場所を認定・周

知し、乳幼児を連れた保

護者が安心して外出で

きる環境を整える。 

区で設定した基準を満

たした施設・民間店舗等

を「赤ちゃん休けいスポッ

ト」として認定し、ステッカ

ーの掲示、区公式ホーム

ページでの案内等により

周知を図ります。 

 

民間店舗等139か所、区施

設70か所、合計209か所

（うち、新規登録1件） 

 

事業のさらなる周知に努め

ます。 

民 間 店 舗 等 113 か

所、区施設49か所、

合計162か所 

A A 

１５７ 

公園等新設・再整備

事業                     

【都市整備課、公園

課】 

特色ある魅力的な公園

を整備し、子どもから高

齢者までの幅広い世代

の公園利用者のニーズに

応える。 

身近な憩いや遊びの場

である公園を、利用者の

ニーズにあった機能にして

いくため、計画的な再整

備を推進します。 

・柳島児童遊園実施設計を

実施しました。 

・日進公園実施設計を実施

しました。 

・くるみ児童遊園再整備工

事を実施しました。 

・旧中川水辺公園照明灯

設置工事(その 2)を実施し

ました。 

・銅像堀公園及びこまどり児

童遊園ボール遊び広場工事

を実施しました。 

 

【都市整備課】 

・あずま百樹園(文花テニ

スコート敷地含む)を整備

し ま す ( 令 和 ５ － ６ 年

度)。 

【公園課】 

・東あずま公園の基本設

計を行います。 

・東墨田第一公園の再整

備を行います。 

【都市整備課】 

・あずま百樹園を整備

しました。 

【公園課】 

東あずま公園再整備

の基本設計を行いまし

た。 

・東墨田第一公園の

再整備を行いました。 

・ひいらき広場にボール

遊び広場を整備しまし

た。 

・大横川親水公園撞

木橋跡南側の公園整

備を行いました。 

A A 
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基本目標⑤ ワーク・ライフ・バランスを踏まえた支援を実施します 

方向性（２）子育てを楽しめるまちづくりの推進     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１５８ 

道路バリアフリー整備

事業                    

【道路・橋りょう課】 

道路のバリアフリー化を

行うことで、安全で快適

に移動できる歩道環境

を整備する。 

「墨田区交通バリアフリー

道路特定事業計画」等

に基づき、道路のバリアフ

リー化を推進します。ま

た、歩道の整備に合わせ

て老木化・大木化した街

路樹の花の咲く木への植

替えも行い、通行者や

沿道住民に潤いと安らぎ

を与えるような道路空間

整備を図ります。 

 

・国技館通りほか３路線に

おいて、道路バリアフリー整備

を実施しました。 

 

・墨49号路線及び曳舟川

通りでバリアフリー整備工

事を行います。また、墨63

号路線でバリアフリー整備

の設計を行います。 

・墨 49 号路線及び曳

舟川通りでバリアフリー

整備工事を行いまし

た。 

また、墨63号路線でバ

リアフリー整備の設計を

行いました。 

Ａ 

 

A 

１５９ 

歩行者・自転車通行

空間再整備事業                

【道路・橋りょう課】 

歩行者と自転車が相互

に安全で快適な道路利

用環境を構築する。 

自転車通行空間の整備

を行うことで、歩行者と

自転車の通行空間を分

離して、相互に安全で快

適な道路利用環境の構

築を図ります。 

 

・区役所通りの一部区間に

おいて、道路整備工事を実

施しました。 

・墨49号路線及び墨74

号路線で自転車走行空

間整備を行います。 

墨49号路線及び墨

74号路線、墨75号路

線で自転車走行空間

整備を行いました。 

A A 
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基本目標⑤ ワーク・ライフ・バランスを踏まえた支援を実施します 

方向性（２）子育てを楽しめるまちづくりの推進     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１６０ 

放置自転車対策                         

【土木管理課】 

放置自転車による生活

環境の悪化を防止し、

安全で快適なまちづくり

の実現を図る。 

自転車整理員による日

常的な周知活動や呼び

かけのほか、啓発キャン

ペーンを推進します。 

また、自転車放置禁止

区域では自転車の即時

撤去を実施するなど、撤

去・保管・返還業務も行

っています。保管期限経

過後も引取りのない撤

去自転車については、自

転車の状態に応じてリサ

イクル、海外供与、売

却、廃棄などの処分を実

施しています。 

 

・撤去台数 11,932台 

・放置自転車関連キャンペー

ンを実施（７回） 

・錦糸町駅四ツ目通りに時

間利用の自転車駐車場を

設置しました。（10月1日

供用開始） 

引き続き、放置自転車の

撤去やキャンペーンを推進

します。 

・撤去台数 5,868台 

・放置自転車関連キャ

ンペーンを３回実施 

A A 

１６１ 

トイレ改築事業                         

【公園課】 

※現在、「だれでもトイ

レ」は「バリアフリートイ

レ」と呼んでいます。 

トイレのバリアフリー化を

進め、区民の誰もが安

心して利用できるように

する。 

老朽化した公衆トイレや

公園等トイレの改築を計

画的に進め、改築に合

わせてバリアフリー化を行

い、ベビーシートやベビー

チェアも備えた「だれでも

トイレ」を整備します。 

 

2つの児童遊園でだれでもト

イレを整備しました。（八広

第一児童遊園、くるみ児童

遊園） 

あすなろ児童遊園におい

て、バリアフリートイレを整

備します。 

あすなろ児童遊園にお

いて、バリアフリートイレ

を整備しました。 

 

Ａ A 
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基本目標⑤ ワーク・ライフ・バランスを踏まえた支援を実施します 

方向性（２）子育てを楽しめるまちづくりの推進     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１６２ 

子育て世帯等定住促

進事業                     

【住宅課】 

子育て家庭が区内に定

住してもらえるよう、住宅

を確保しやすい環境を整

える。 

【三世代同居・近居住

宅取得支援制度】 

【民間賃貸住宅転居・

転入支援制度】 

（廃止） 

 

【すみだ住宅取得利子

補助制度（令和５年

度新規事業）】 

区内の住宅を取得した

中学生以下の子どもが

いる子育て世帯及び夫

婦いずれもが４０歳未

満の若年夫婦を対象に

住宅ローンの利子の一

部を補助します。 

 

【三世代同居・近居住宅取

得支援制度】 

助成件数 ３７件 

【民間賃貸住宅転居・転入

支援制度】 

助成件数 ２７件 

【すみだ住宅取得利子補

助制度】 

区内の住宅を取得した中

学生以下の子どもがいる子

育て世帯及び夫婦いずれ

もが４０歳未満の若年夫

婦を対象に住宅ローンの

利子の一部を補助します。 

承認件数 ２００件 

【すみだ住宅取得利子

補助制度】 

承認件数 ２９４件 

 

A A 

１６３ 

すみだ良質な集合住

宅認定制度                    

【住宅課】 

良質な集合住宅の供給

促進を図るとともに、住

み替えにおける良質な住

環境の指針を提供する

ことで、区内の住環境の

充実を図る。 

区内に供給される集合

住宅のうち、住生活に関

する様々な機能（子育

て・防災）について、建

築及び管理運営におい

て特に配慮したものを認

定し、積極的な周知を

行います。 

認定件数 1件（防災型１

件（40戸）） 

 

認定件数 １件（防災

型１件） 

認定件数 0 件 

積極的な事業周知を

図り、全体の事業進捗

に支障をきたすことなく

進めている。 

A A 

以下のとおり、計画以上の認定

実績がありました。 

令和２～６年度認定実績 

認定件数８件 

（子育て型１件（７３戸）） 

（防災型７件（１９６戸）） 
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基本目標⑤ ワーク・ライフ・バランスを踏まえた支援を実施します 

方向性（３）子育て家庭の視点に立った情報の発信     

事業名 
事業概要 計画策定時現況 

（平成 30 年度実績） 

事業計画 

（令和６年度） 

事業実績 

（令和６年度） 

事業評価 

（令和６年度） 

総合評価 

（令和２～６年度） 目的 具体的内容 

１６４ 

子育て応援サ

イトの運営             

【広報広聴担

当、子育て支

援課】 

区公式ホームページ

を通じて区の子育て

支援施策を発信し、

情報の周知・浸透を

図る。 

区公式ホームページ内で子

育て支援に関するコーナー

（子育て応援サイト）を整

備・運用し、分かりやすい情

報発信に取組みます。 

区公式ホームページ上に「子

育て応援サイト」を設置し、子

育てに関する情報を発信して

います。 

引き続き区ホームページで

情報を提供し、子育て家

庭の視点にたった情報発

信に努めます。 

区公式ホームページ上に「子育

て応援サイト」を設置し、子育て

に関する情報を発信しています。 

 

A A 

１６５ 

すみだ子育てア

プリの運用                   

【子育て支援

課】 

妊娠期から子育て期

までの家庭に対し、産

前産後のケア情報や

各種子育て情報を発

信することで、必要な

方が必要な支援を活

用できる環境を整え

る。 

スマートフォンアプリ「すみだ子

育てアプリ」を運用し、民間

事業者と連携した産前産後

情報の提供や、区が実施す

る子育て関係イベントの発信

などを行います。 

機能改善及びコンテンツの充

実を目的とした改修を実施し、

リニューアル版を平成31年2月

に公開しました。 

計画どおり、令和5年7月

末ですみだ子育てアプリの

運用は終了したため、区

公式 LINE での情報発信

を行います。 

 

妊娠期から子育て期までの家庭

に対して有益な情報を発信しま

した。また、令和５年度７月から

は発信媒体を区公式 LINE へ

移行し、運用を終了しました。 

・令和6年度までの累計の LINE

の き ず な メ ー ル 登 録 件 数 

2,048件 

その他 その他 

区公式 LINE へ移行し、

運用を終了したため。 

１６６ 

すみだいきいき

子育てガイドブ

ックの発行            

【子育て支援

課】 

妊娠期から子育て期

までの家庭に必要な

情報を掲載した冊子

を作成・配布すること

で、必要な方が必要

な支援を活用できる

環境を整える。 

子育てに関する相談窓口や

公園などのお出かけ先、健

診・予防接種情報など、あら

ゆる子育て情報をまとめた

「すみだいきいき子育てガイド

ブック」を作成・配布します。 

改訂版（2019・2020年度

版）を作成しました。（平成

31年4月配布開始） 

改訂版（2025・2026年

度版）を作成します。 

作成部数30,000部 

令和７年４月配布開始

予定 

改訂版（2025・2026 年度

版）を作成しました。 

 

A A 

１６７ 

区報及びＣＡ

ＴＶによる情

報発信                

【広報広聴担

当】 

区の広報やマスメディ

アを活用した情報発

信を行うことで、より多

くの方に子育てに関す

る情報が届く環境を

整える。 

区報及びＣＡＴＶによる子

育てに関する各種サービス、

講習会・講演会やイベント等

の情報発信を行います。 

区報 

・子育てに関する記事は、年

間249記事を掲載しました。 

CATV 

・特集番組（１本）、イベント

や 制 度 の 事 前 周 知 （ ４

本）、ニュース映像など（３

本）で紹介しました。 

引き続き、区報及びＣＡ

ＴＶによる子育てに関する

各種サービス、講習会・講

演会やイベント等の情報

発信を行います。 

区報 

・子育てに関する記事を 243 件

掲載しました。 

CATV 

・事業紹介(10本）、告知（5

本）で紹介しました。 

A A 
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